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───────────────────────────────────────────

平成26年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ９ 月 会 議 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成26年９月３日 午前10時00分開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
１０番 豊坂 敏文

１１番 中田 恭一

日程第２ 審議期間の決定 １７日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 報告第13号
平成２５年度財団法人壱岐栽培漁業振興公

社に係る経営状況の報告について
農林水産部長 説明

日程第６ 報告第14号
平成２５年度壱岐空港ターミナルビル株式

会社に係る経営状況の報告について
総務部長 説明

日程第７ 報告第15号
平成２５年度株式会社壱岐カントリー倶楽

部に係る経営状況の報告について
企画振興部長 説明

日程第８ 報告第16号
平成２５年度財団法人壱岐市開発公社事業

会計収支決算の報告について
企画振興部長 説明

日程第９ 報告第17号
平成２５年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について
財政課長 説明

日程第10 議案第54号
長崎県病院企業団規約の変更に関する協議

について
病院部長 説明

日程第11 議案第55号
壱岐市附属機関設置条例の一部改正につい

て
企画振興部長 説明

日程第12 議案第56号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について
市民部長 説明

日程第13 議案第57号

壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例

の制定について

市民部長 説明

日程第14 議案第58号
壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定について
市民部長 説明

日程第15 議案第59号

壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて

市民部長 説明

日程第16 議案第60号
壱岐市立小・中学校設置条例の一部改正に

ついて
教育次長 説明

日程第17 議案第61号
壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務

等に関する条例の一部改正について
消防長 説明
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日程第18 議案第62号 市道路線の廃止について 建設部長 説明

日程第19 議案第63号 市道路線の認定について 建設部長 説明

日程第20 議案第64号
平成２６年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）
財政課長 説明

日程第21 議案第65号
平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）
保健環境部長 説明

日程第22 議案第66号
平成２６年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）
保健環境部長 説明

日程第23 議案第67号
平成２６年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）
建設部長 説明

日程第24 議案第68号
平成２６年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）
建設部長 説明

日程第25 議案第69号
平成２６年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第１号）
市民部長 説明

日程第26 議案第70号
平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）
総務部長 説明

日程第27 議案第71号
平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）
農林水産部長 説明

日程第28 議案第72号
平成２６年度壱岐市病院事業会計補正予算

(第2号)
病院部長 説明

日程第29 認定第１号
平成２５年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について
財政課長 説明

日程第30 認定第２号
平成２５年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第31 認定第３号
平成２５年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第32 認定第４号
平成２５年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第33 認定第５号
平成２５年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第34 認定第６号
平成２５年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第35 認定第７号
平成２５年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について
市民部長 説明

日程第36 認定第８号
平成２５年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について
総務部長 説明

日程第37 認定第９号
平成２５年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について
農林水産部長 説明

日程第38 認定第10号
平成２５年度壱岐市病院事業会計決算認定

について
病院部長 説明

日程第39 認定第11号
平成２５年度壱岐市水道事業会計決算認定

について
建設部長 説明
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日程第40 議案第73号

平成２５年度壱岐市病院事業会計資本剰余

金の処分及び自己資本金の額の減少につい

て

病院部長 説明

日程第41 請願第２号 ＴＰＰ交渉並びに農協改革に関する請願 紹介議員 説明

日程第42 請願第３号
唐津・長崎路線レインボー壱岐号の運行再

開に関する請願
紹介議員 説明

日程第43 陳情第１号
手話言語法制定を求める意見書の提出を求

める陳情
資料のとおり

日程第44 要望第６号 太陽光発電工事による水害に対する要望 資料のとおり

日程第45 要望第７号
「生涯現役社会の実現」に取り組むシル

バー人材センターへの支援の要望
資料のとおり

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（16名）

１番 赤木 貴尚君 ２番 土谷 勇二君

３番 呼子 好君 ４番 音嶋 正吾君

５番 小金丸益明君 ６番 深見 義輝君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中田 恭一君 12番 久間 進君

13番 市山 繁君 14番 牧永 護君

15番 鵜瀬 和博君 16番 町田 正一君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 桝崎 文雄君 事務局次長 吉井 弘二君

事務局係長 竹藤 美子君 事務局書記 若宮 廣祐君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名
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市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 中原 康壽君

教育長 ………………… 久保田良和君 総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君

企画振興部長 ………… 山本 利文君 市民部長 ……………… 川原 裕喜君

保健環境部長 ………… 斉藤 和秀君 建設部長 ……………… 原田憲一郎君

農林水産部長 ………… 堀江 敬治君 教育次長 ……………… 米倉 勇次君

消防本部消防長 ……… 安永 雅博君 病院部長 ……………… 左野 健治君

総務課長 ……………… 久間 博喜君 財政課長 ……………… 西原 辰也君

会計管理者 …………… 土谷 勝君 監査委員 ……………… 吉田 泰夫君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（町田 正一君） おはようございます。

会議に入る前に御報告いたします。

壱岐新報社ほか２名の方から、報道取材のため、撮影機材等の使用の申し出があり、許可をい

たしております。

今定例会におきましても、夏の省エネ対策の一環として、クールビスを実施いたします。議場

での服装につきましては、上着、ネクタイの着用は各位の判断に任せることにしておりますので、

よろしくお願いいたします。

また、タブレットの持ち込みを執行部、議員についてはこれを許可しておりますので、活発に

御利用いただくようにお願いいたします。

また、今議会より、一般質問において、反問権が行使された場合は、その時間は一般質問の持

ち時間外とし、議長の判断により、その時間を延長いたします。

ただいまから、平成２６年壱岐市議会定例会９月会議を開きます。

これより、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（町田 正一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

９月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１０番、豊坂敏文議員、

１１番、中田恭一議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．審議期間の決定

○議長（町田 正一君） 日程第２、審議期間の決定を議題とします。

９月会議の審議期間につきましては、去る９月１日に議会運営委員会が開催され、協議をされ
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ておりますので、議会運営委員長に対し、協議結果の報告を求めます。小金丸議会運営委員長。

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 登壇〕

○議会運営委員長（小金丸益明君） おはようございます。議会運営委員会の報告をいたします。

平成２６年壱岐市議会定例会９月会議の議事運営について、協議のため、去る９月１日議会運

営委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告いたします。

審議期間の日程につきましては、各議員のお手元に配付しておりますが、本日から９月１９日

までの１７日間と申し合わせをいたしました。

本定例会９月会議に提案されます案件は、報告５件、条例の制定３件、条例の一部改正４件、

補正予算９件、決算の認定１１件、その他４件の合計３６件となっております。また、請願２件、

陳情２件、要望２件、要請１件を受理いたしておりますが、お手元に配付のとおりであります。

本日は、審議期間の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程、説

明を行います。

９月４日は議案調査のため、休会としております。

９月５日は議案に対する質疑を行い、質疑終了後、報告案件を除き、所管の委員会へ審査付託

を行います。

議案第６４号平成２６年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）及び認定第１号平成２５年度壱

岐市一般会計歳入歳出決算認定については、特別委員会を設置して審査すべきということを確認

いたしましたので、よろしくお願いいたします。

９月８日、９日の２日間で一般質問を行います。

９月１０日、１１日は常任委員会、９月１２日は予算特別委員会、９月１６日、１７日は、決

算特別委員会の開催日としております。

９月１９日、本議会を開催し、各委員長の報告を受けた後、議案等の審議・採決を行い、全日

程を終了したいと思います。

以上が、平成２６年壱岐市議会定例会９月会議の審議期間の日程案であります。円滑な運営に

御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告といたします。

以上です。

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） お諮りします。９月会議の審議期間は、議会運営委員長の報告のとおり、

本日から９月１９日までの１７日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 御異議なしと認めます。よって、９月会議の審議期間は、本日から９月

１９日までの１７日間と決定いたしました。
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────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（町田 正一君） 日程第３、諸般の報告を行います。

平成２６年壱岐市議会定例会９月会議に提出され、受理した議案は３６件、陳情等７件であり

ます。

監査委員より、例月出納検査の報告書が提出されており、その写しをお手元に配付しておりま

すので、御高覧をお願いします。

次に、系統議長会であります。

７月１７日、東京都において開催された全国離島振興市町村議会議長会平成２６年度第１回総

会に出席いたしました。会議では、会務報告に続き、平成２５年度決算及び平成２７年度離島振

興に関する要望が原案どおり決定されました。その後、青木一彦参議院議員ほか７名の国会議員

との意見交換会が行われました。

次に、８月２１日、松浦市で開催された長崎県市議会議長会臨時総会に出席をいたしました。

平成２６年度前期事務報告、各市から提出の２２議案及び九州市議会議長会への提出の２議案に

ついて審議がなされ、それぞれ可決、決定がなされたところであります。

翌２２日、長崎県市議会議長会議員研修が開催され、琉球大学法文学部池田榮史教授を講師に

お招きし、国史跡鷹島神崎遺跡の歴史的意義と題した講演が行われました。

次に、８月２７日、新上五島町において開催された長崎県離島振興市町村議会議長会臨時総会

に出席いたしました。

会議では３市議長の異動報告の後、役員の補欠選挙が行われ、五島市議会の荒尾正登議長が会

長に、そして私が副会長に選任されております。

以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わりますが、詳しい資料につきましては、事務局

に保管いたしておりますので、必要な方は御高覧をお願いいたします。

次に、８月１２日に開催いたしました「壱岐市子ども議会」につきましては、市内中学生の代

表１６名が議員となり、壱岐市が直面するさまざまな課題について、質問、提言を行う等、所期

の目的が達成できたと思っております。

次年度からも、引き続き、さらなるこの子ども議会の充実を目指して、壱岐市議会の広報委員

会及び議会運営委員会を中心に、来年度の計画を充実した形になるようにまた求めていきたいと

思います。

次に、８月２０日長崎市において開催された壱岐・対馬・五島３市国境離島特別委員会正副委

員長会議に鵜瀬委員長と市山和幸副委員長が出席をされております。国境離島にかかわる法案制

定に向けて、今後の活動等の協議がなされております。
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次に、８月２５日長崎市において開催された長崎県後期高齢者医療広域連合議会定例会に土谷

議員が出席をされております。それぞれの会議の詳しい資料につきましては、事務局に保管をい

たしておりますので、必要な方は御高覧をお願いいたします。

今定例会９月会議において、議案等説明のため、白川市長をはじめ、教育委員会教育長、代表

監査委員に説明員として出席を要請しておりますので、御了承を願います。

以上で、私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（町田 正一君） 次に、日程第４、行政報告を行います。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 皆様、おはようございます。行政報告を申し上げます。

本日ここに、平成２６年壱岐市議会定例会９月会議に当たり、前会議以降、本日までの市政の

重要事項等、また今回補正予算に計上した主な内容等について御報告申し上げ、議員皆様の御理

解と御協力を賜りたいと存じます。

去る８月２０日に発生した広島県豪雨災害は、死者が７０名以上という多くの犠牲者を出し、

現在も懸命な復旧活動等が行われております。被災地域の皆様に、心からお見舞申し上げますと

ともに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りいたします。

このたび、被災者の方々への支援の一助として、本市における義援金の受け付けを９月１日か

ら１２月２６日の間、壱岐市社会福祉協議会の各事業所で行っております。市民皆様の御協力を

お願い申し上げます。

さて、国土交通大臣杯第７回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園でございますが、

去る８月１８日から２１日まで新潟県佐渡市で開催されました。壱岐市選抜チームは惜しくも第

１回戦で屋久島選抜に２対０で敗れたものの、その後の交流戦は２試合とも勝利することができ

ました。島の未来を担う子供たちが野球を通して深めた友情や郷土を思う誇りをいつまでも絶や

さずにいてくれることを期待するものでありますとともに、今後もこうしたイベントなどを通し

て、離島の元気を全国にＰＲしてまいりたいと考えております。

また、市制施行１０周年記念事業として、宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」

を１１月１日、２日の両日、大谷グラウンドをメイン会場に開催することとなりました。村田兆

治氏の御配慮により、少年少女ふれあい野球教室や、指導者クリニック、元プロ野球選手のド

リームチームと壱岐市内の一般チームとの親善試合など、小中学生を初め、市民皆様と元プロ野

球選手との交流を図ることといたしております。市民皆様の御観覧をお願い申し上げます。

次に、壱岐市庁舎建設の検討について申し上げます。去る８月２５日の市議会庁舎建設検討特
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別委員会の中で、壱岐市庁舎建設の考え方について御説明いたしましたが、市民皆様に御理解い

ただくため、今回の行政報告において、再度御説明させていただきます。

壱岐市庁舎の建設については、昨年５月２７日に壱岐市庁舎建設検討委員会を立ち上げ、

１７名の委員皆様により、終始熱心に御議論をいただき、委員の総意として、本年３月１４日、

答申をいただきました。本答申の内容の中で、新庁舎建設の必要性について、次の３つの観点か

ら述べられております。

まず第１点目は、市民にとっての必要性であります。

これは、利便性の向上や、市民皆様の安全・安心を守るという視点と、施設が老朽化する中で

安心して市民皆様が庁舎を利用していただくことなどであります。

２点目は、行政にとっての必要性であります。

これは行財政運営の効率化や、合併特例債の活用であります。

そして、３点目は、防災対策拠点としての必要性であります。

これは、自然災害はもちろん、原子力災害への対応等についてであります。これら市民、行政、

防災についての必要性を踏まえ、委員会ではこの機会を逃すことなく、新庁舎については建設す

べきであるという答申をいただいたところでございます。

私は、当初からこの答申を尊重すると申してまいりましたが、尊重するという意味は、答申に

至った経緯を十分に理解した上で、この答申を受けとめるということでありまして、この答申ど

おり全てを進めるということではありません。

また、新庁舎建設については、壱岐市の百年の大計であることから、市民皆様に答申内容の説

明を４町ごとに実施し、さらにアンケートも含め、広く御意見をいただいたところであります。

今回のアンケートの回収率については、１６.６％と低い状況にありましたが、庁舎建設に係

るさまざまな御意見、御指摘、御提言等をいただき、市民皆様の庁舎建設に係る思いなど、大変

貴重な御意見を賜り、非常に意義あるものでございました。

結果については、建設しないほうがよいとの御意見が全体の６４.３％、建設したほうがよい

が３０.２％、どちらでもないが５.５％という結果でありました。

建設しないほうがよいの御意見の中では、やはり財政面のことが大きなウエートを占めており、

そのことが既存庁舎を活用することや、他の事業に使うほうが先でないかなどの御意見につなが

っているものと理解しております。

また、借金を次の時代を担う若者に残すのではないかとの当然の不安や疑問の御意見もありま

した。

一方、建設したほうがよいという御意見の中でも、やはり財政面のことが中心となっているも

のと考えております。合併特例債という目的が限られた今しか使えない有利な財源を活用すべき、
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こうした御意見が中心となっているものと考えております。

合併特例債は、合併したことによって、必要となったものに対して活用が認められた財源でご

ざいまして、一部の御意見にありました航路運賃の補助や、燃油の補助等には活用できないもの

であります。

また、既存庁舎を活用すべきであるという御意見も多くいただいておりますが、これについて

も、その根本は、今後の財政状況が心配であるとのことからの御意見ということを理解いたして

おります。

しかし、この庁舎建設問題は、そもそも分庁方式では行政の効率化が図れないことから、本庁

に集約するためであり、集約できる既存の庁舎があれば御意見のとおりだと思っております。け

れども、既存庁舎については、キャパシティー、容量の問題に加え、既に３５年から４２年が経

過し、現在も随時補修等を行っているところでありまして、そう遠くない時期に建てかえが必要

になると思われます。

では、そのとき財源はどうするのかということを当然考えるわけであります。

各庁舎で耐震改修を行った場合、現在の段階では、概算でございますけれども、４庁舎合計で

３億５,０００万円程度かかると算定いたしております。ただし、これは耐震のみの改修であり

まして、建物の寿命を延ばすためには、耐震改修とあわせて、長寿命化改修を行わなければなり

ません。

これについても、あくまで概算でありますが、一般的な長寿命化対策を行った場合、４庁舎合

計で約１６億５,０００万円程度がかかることが見込まれております。

この事業費は、一般的な長寿命化対策を行った場合であり、これに新庁舎を建設する場合には、

当然バリアフリー化、省エネルギー化、災害時でも機能を維持するための設備などを考慮するわ

けでございますけれども、その整備を考慮いたしますと、改修費が、庁舎を新築した場合の事業

費に匹敵するほどになることが予想されます。

また、「合併特例債は元利償還金の７割が普通交付税で補填されるとはいっても、借金に変わ

りはないではないか、次の世代に借金を残すな」という御意見につきましては、最大の事業費見

込み、３１億９００万円で建設した場合、２９億５,２００万円が借金となりますが、元利償還

金の７割が普通交付税で補填されますので、実質９億４,２３１万円が償還額となります。これ

を１５年間で償還いたしますので、次の世代にまで残すことにはならないと思っております。

また、償還額も最大で年７,７００万円という試算を行っておりますが、これは現段階での最

大額でございまして、事業費の圧縮、すなわち償還額の圧縮も十分可能だと思っております。

これらのことを踏まえ、将来の財政のこと、壱岐の将来のため、市民皆様のためを総合的に判

断して、答申のとおり新庁舎を建設するべきと判断をいたしました。今後、市議会庁舎建設検討
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特別委員会の中で十分議論を重ねてまいりたいと考えております。

これは、アンケート結果に反する判断のように思われますが、そうではなく、申し上げました

ように、御意見を十分にお聞きし、その御意見に十分お応えできると判断した上での考えであり

ます。

庁舎は市民皆様の生命と財産を守る防災の拠点であるとともに、市民全体のまちづくりを実践

する拠点であり、市民生活の中心的機能を果たしていく重要な役割を担っていくことが求められ

ます。

このことを念頭に、新庁舎の建設について、市議会庁舎建設検討特別委員会で議論を重ねてい

きたいと思いますので、どうぞ御理解をいただきますようお願いを申し上げます。

このたび、私は新庁舎を建設するべきと判断したと申し上げました。しかし、まだ建設すると

決まったわけではありません。これから、議会の議論と判断を経て、建設するかどうかが決まり

ます。私の考えに議会の賛同が得られなければ、建設がないことは当然であります。

また、仮に建設すると決まったとして、今度は建設場所が大きな論点となります。ここで私た

ちが心しなければならないのは、決して綱引きをしてはならないということであります。私を含

め、政治を預かるものの使命は、次の時代の壱岐を担う子々孫々に、いかにしてよりよい市民生

活の中心的機能を果たしていく重要な役割を担う庁舎を残すかであります。全ての施策は壱岐市

民皆様全体の利益のために決定してまいらねばなりません。今後も議会庁舎建設検討特別委員会

において、十分に議論を重ねてまいりますので、市民の皆様の御理解を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

次に、交流人口の拡大についてでございますが、まず、観光振興についてでございます。

本市における観光客数を推計する上で、参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本

年１月から７月までの乗降客数累計は３８万２,７７６人、対前年比９７.４％で、昨年と比べ、

減少しております。また、一支国博物館の入館者数が８月１７日に当初予定より約３カ月早く

５０万人に達し、同日、入館者５０万人記念セレモニーを実施したところであります。

今後も、壱岐市の中核施設、教育文化の拠点として、指定管理者とともに、交流人口の拡大等

につなげてまいります。

次に、修学旅行、教育旅行の誘致については、８月２７日から２８日にかけて神戸市、大阪市

内の関係先にトップセールスを行いました。修学旅行等の誘致は地域間競争が激しさを増してお

り、私みずからがセールスを行うことで、１校でも多く壱岐市への誘致ができるよう考えており、

今後も積極的な誘致に取り組んでまいります。

次に、情報発信、誘客活動として、８月１４日に佐賀のえびすＦＭラジオでのＰＲ、８月

１８日から２１日にかけて、ＢＳ─ＴＢＳの岡江久美子さんの旅番組のロケ支援、８月２９日に
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はＮＨＫ─ＢＳプレミアの新日本風土記の下見受け入れを行っております。

テレビやラジオにおける宣伝、ＰＲ効果は非常に大きいものがあり、今後も各種番組の収録や

ドラマなどにおいて、壱岐市を取り上げていただけるよう、働きかけを積極的に展開してまいり

ます。

次に、外国人誘客、いわゆるインバウンドの取り組みでございますが、７月に中国の写真愛好

家１９名、台湾旅行会社６名、上海からのツアー客２９名、８月には、中国湖北省青少年訪問団

２０名を受け入れるなど、外国からの来客も少しずつふえております。

また、７月２１日から２３日にかけて、台湾を訪問し、台南市長を初め、テレビ局、旅行会社

等に壱岐の魅力をＰＲしてまいりました。

本市の観光客数の低迷の打開には、日本全体の人口が減少する中、外国人誘客は必須の取り組

みと考えておりまして、今後も東アジアを中心としたインバウンドの取り組みを積極的に行って

まいります。

次に、サポーターの誘客により、島外からの観光客を呼び込み、交流人口の拡大を促すため、

現在実施している「壱岐行き観光サポーター制度」の拡充を図るため、今回、所要の予算を計上

しておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

イルカパークでは、５月３０日にイルカの子供が産まれました。１９時間に及ぶ輸送に耐え、

奇跡的に元気に産まれたことから、奇跡、ミラクルにちなんで「ミラク」と名づけました。これ

からも順調に育つよう、市民の皆様とともに見守っていきたいと考えております。

一方、イルカパークは、以前より水質等飼育環境の悪化が懸念されております。今回水質等の

調査に関する検討委員会の設置に係る所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますよう

お願いいたします。

次に、産業の振興でございます。

まず、農業の振興でございますが、本市の高齢就農者と大規模市場福岡とを結び、壱岐の産業

活性化に寄与している「株式会社壱岐の潮風」が７月３１日付で総務省所管の地域経済循環型創

造事業交付金の交付決定を受けました。今後、産直野菜の販売体系の確立及び農産加工等、６次

産業化による雇用の創出が図られるものと期待をいたしております。

さて、今年は平年より２日遅く梅雨明けとなり、その後は高温少雨で水不足を心配しておりま

したが、７月末から曇りや雨の日が多く、日照時間も平年の３５％と少ない状態が続いておりま

すので、農作物の管理には十分注意を払っていただきたいと思っております。

こうした中、本年産の葉たばこは１０アール当たり２４０キログラムの収量見込みで、昨年比

４１キログラム増と伺っておりまして、１０月６日からの葉たばこ収納に期待をいたしておりま

す。



- 18 -

早期水稲については、高温に強い「つや姫」が１９０ヘクタール作付しておりますけども、日

照不足で、昨年の１０アール当たり５１８キログラムより減収の見込みとなっております。

畜産については、８月の子牛市では、平均で前回比９３.８９％の５３万８,０００円と価格は

下がりましたが、依然高値の取引となっております。

しかしながら、高齢化、後継者不足等により繁殖牛の飼養頭数が減少しておりますので、今後

も産地維持のため、繁殖基盤の強化に努めてまいります。

次に、隣国の韓国において、口蹄疫が３年３カ月ぶりに再発しており、国、県においては、そ

れぞれ水際防疫が実施され、本市においても、空港及び各港に消毒用マットを設置しております。

私も、８月２０日に釜山市で開催された長崎県市長会について、危機管理の観点から欠席をいた

しました。今後も関係機関、団体と連携を図り、防疫対策に万全を期してまいりますので、市民

皆様の御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。

次に、有害鳥獣対策について、石田町池田地区、郷ノ浦町志原地区において、イノシシの生息

情報が寄せられました。このため、現在くくり罠を１１カ所設置するなど、早期捕獲に向けた対

策を講じております。市民皆様には、今後も情報提供等、御協力賜りますようお願いいたします。

７月発生の農地および施設災害については、農地災害が２１カ所、施設災害が１１カ所発生し

ており、今回、所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

次に、水産業の振興についてでございますが、水産業と取り巻く環境は、依然として厳しい状

況が続いております。４月から７月まで４カ月間の本市の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較いたし

ますと、漁獲量は、１,１２０トンで９％の増でありましたが、漁獲高は９億７００万円で４％

の減少となっており、漁獲量はふえておりますが、魚価の低迷により、漁獲高が若干減少してお

ります。

また、組合員数も昨年より３９名減少し、１,０７３名となっております。

このような状況の中、本年も燃油高騰対策として１リットル当たり１０円の補助を行っており

ますので、下半期へ向けた漁獲高の増加を願うところであります。

今後も、非常に厳しい状況にある漁業でありますが、各漁協を初め、関係機関、団体と連携を

図りながら、各種振興施策に積極的に取り組んでまいります。

また、今回、勝本港に陸電供給施設改修工事および県営事業による芦辺漁港、大島漁港、郷ノ

浦港、勝本港、印通寺港の整備、改修工事について、所要の予算を計上しておりますので、御審

議賜りますようお願いいたします。

次に、商工業の振興についてでございます。

しま共通地域通貨事業「しまとく通貨」の長崎県全体の販売状況は、７月末現在２７万

６,２３９セット販売しており、本年度は第１四半期で対前年比３.２５倍の大幅な伸びとなって
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おります。

増加の要因としては、関東を初め、中国、四国、関西、九州、中部地区からの旅行ツアーが増

加したためと分析をいたしております。

また、消費税増税に伴い、壱岐市商工会と連携し、発行したプレミアム商品券については２億

２,０００万円分発行いたしましたが、大変好評の中で、８月１８日に３カ月を待たずして完売

をいたしております。現在、本商品券をお持ちの方については、１２月１日が使用期限となって

おりますので、使い残しのないよう御注意願います。今後も、市内商工業の活性化、市内経済の

振興を図ってまいりたいと考えております。

次に、今月、本市の観光と物産の振興を図るため、観光連盟と連携し３年連続となる広島市の

ゆめタウン広島と福岡市の博多駅において、観光物産展を開催することとしております。

今回、壱岐産食材の市外での認知度向上と販路拡大を目的として、ＩＣＴを活用した情報発信

に関するスキルや、壱岐産食材についての知識と営業力を持った人材を育成する事業及び次世代

自動車、特に電気自動車の普及促進のために充電インフラを整備する事業について、所要の予算

を計上しておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

次に、市立特別養護老人ホームについて申し上げます。

この施設は、昭和４６年開設以来、今日まで高齢者福祉施設としての役割を果たしてまいりま

した。しかし、約半世紀が経過し、施設の老朽化の進行に加え、ほとんどが多床室で狭隘な状況

となっており、安全・安心な生活環境を確保するためには新施設の建設が急務となっております。

新施設の建設に向けては、平成２１年度から進めておりましたが、平成２３年の東日本大震災

での地震と津波による未曽有の大災害の発生により、計画予定地の移転変更がやむなきとなり、

建設計画を凍結し、現在に至っております。

その後、建設場所については、平成２５年２月５日付で湯ノ本地区での施設建設について鯨伏

幼稚園下のゲートボール場一帯を候補地として、地元から要望がありましたので、適否判定のた

めの地質調査等を行い、建設地として決定したところであります。今後、早急に新施設の建設を

進めてまいりたいと考えております。

平成１２年に介護保険制度がスタートし、市内の民間による高齢者福祉施設が徐々に整備され

る中で、全国の特別養護老人ホームに目を向けますと、設置者の約９割を社会福祉法人が占めて

おります。本市といたしましても、民間でやれることは民間でを基本に、公設民営の方針で進ん

でおりました。

これは、本市の場合、低所得者の方や生活保護の方が入所できる施設をつくらなければならな

いことを第一義に考えてきたからであります。

国が進めるユニット型は多床室型より高額となること、また、多床室型をつくる場合は補助対
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象とならないなど、民間での建設は困難と判断し、市で建設し、運営は民間にお願いしようとい

う方針でありました。

しかしながら、このたびの制度改正等により、これらの課題が解決されたので、原点に返り、

民間でできることは民間で、つまり民設民営方式での建設を進めてまいりたいと考えております。

民営化に当たっては、市立特別養護老人ホームと附属のデイサービスセンターを、まず現施設

のまま経営移譲し、期限を区切って、両機能を持つ新施設を建設していただきたいと考えており

ます。移譲先については、入所者へのサービスはもちろん、新施設の建設や現在の職員の雇用な

どの条件を付して公募、プロポーザルで公募したいと思っておりますが、長崎県や有識者を含む

選考委員会をもって審査いただき、決定したいと考えております。

今後も皆様方の御意見を十分お聞きしながら進めてまいりますので、民設民営化について、御

理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

次に、教育についてでございます。

初めに、三島小学校の統廃合について申し上げます。

平成２５年度に立ち上げた壱岐市小学校統廃合検討委員会の協議経過をもとに、本年度当初よ

り、三島小学校の関係者皆様と協議を重ね、６月２５日に開催した統廃合意見交換会において、

「平成２７年４月１日から、長島分校と原島分校を廃止し、大島本校で三島小学校として一つに

統合する」との合意に達することができました。これは、地域の皆様を初め、保護者皆様の御理

解と思いやり、譲り合いの精神を発揮していただいた結果と受けとめております。

この合意を、壱岐市教育委員会は７月２２日に承認し、その報告を受けて壱岐市としても承認

し、議員各位、市民皆様に広くお知らせをしたところであります。

５０年続いた本校、分校の３校体制が本校１校体制となります。

今後、三島小学校の児童の通学と教育環境の整備等についての課題解決に努めてまいりますの

で、関係皆様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

次に、第６９回国民体育大会長崎がんばらんば国体が、１０月１２日から２２日までの１１日

間、県内各市町競技会場で開催されます。

これまで、本大会に向けた準備や啓発に鋭意取り組んでまいりました。昨年開催された本大会

を見据えたプレ大会、花いっぱい運動における啓発、また、市民皆様にもすっかりおなじみにな

った「がんばくん」も多くのイベントや地域行事に積極的に参加するとともに、ケーブルテレビ

にも数多く出演し、ＰＲに努めてまいりました。

また、７月５日に「がんば祭」と称して１００日前イベントを、８月９日には、市内小中学生

約２００人の参加を得て、炬火・採火式を行いました。採火した一支国の火は長崎市で集火され、

国体開会式において、炬火台に点火されます。
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本市で開催される自転車競技は、１０月１３日、体育の日に、リハーサル大会と同じ周回コー

スで、成年男子、少年男子の順にスタートいたします。参加選手は、合計１８８名の予定となっ

ております。市民皆様におかれましては、一流選手の走りを沿道で御観戦いただき、熱い御声援

をお願いいたします。

また、当日は約４時間にわたる交通規制となり、市民皆様には大変御迷惑をおかけすることと

なりますが、御理解、御協力をお願いいたします。また立哨員として御協力いただく消防団、自

治公民館、交通指導員の皆様に、重ねて厚く御礼申し上げますとともに、大会の運営に御理解、

御協力を賜りますようお願い申し上げます。

次に、ソフトボール競技、成年女子でございますけれども、地元長崎県チームを含む１３チー

ムが出場いたします。地元長崎県チームには、本市出身の豊永優さんが選ばれております。

１０月１８日から２０日までの３日間、大谷公園ソフトボール球場と壱岐市ふれあい広場多目

的広場で、計１２試合が行われます。

また、１０月１８日の大谷公園ソフトボール球場では、試合終了後、宇津木妙子元全日本監督

による、小中学生を対象にしたソフトボール教室が開催されることとなっております。

なお、ソフトボール会場の大谷公園は、駐車場が不足しておりますので、市民皆様には、乗り

合わせやシャトルバスの御利用をお願いいたします。

開催まで残すところわずかとなりました。選手皆様が競技に集中できるよう、万全の準備を行

ってまいります。

壱岐で国体があってよかった、また壱岐に行きたいと言われるように、市民皆様にはおもてな

しの心で歓迎していただき、思い出に残る国体になりますよう、御理解、御協力をよろしくお願

い申し上げます。

次に、病院事業でございますが、壱岐市民病院の長崎県病院企業団加入については長崎県の方

針として、さきの６月の県議会文教厚生委員会において、これまでの壱岐市民病院の取り組みを

評価し、壱岐医療圏の将来にわたる安定した医療提供を構築するために、企業団への加入を了承

し、構成市町と協議を進めることが示されました。

これを受け、７月２４日から８月５日にかけて、長崎県及び病院企業団とともに、企業団構成

団体の５市１町を訪問いたしました。各市長、町長に対し、９月議会において、壱岐市の企業団

加入に係る規約の変更協議の議案を提出していただくようお願いし、了承をいただいてまいりま

した。

また、協議については、加入する側の本市においても議会の議決が必要となり、今回、議案と

して提出いたしておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

平成２４年７月の壱岐市議会「長崎県病院企業団加入についての要望書」提出から約２年が経
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過いたしましたが、ようやく動き出すこととなります。

その後につきましては、長崎県、各構成市町及び本市の議決をいただきましたならば、総務省

の許可を受け、企業団議会の条例改正の議決を経て、平成２７年４月１日から壱岐市民病院の長

崎県病院企業団加入の流れとなってまいります。

次に、防災・消防・救急についてでございますけれども、去る８月２６日、国において「日本

海側における大規模地震に関する調査検討」が公表され、福岡県宗像市付近から、日本海側に延

びる西山断層帯にかかる最大地震規模をマグニチュード７.６と想定し、この場合、最大の津波

は本市で５.３メートル、第１波は、地震発生時から２５分で到達することの想定が示されまし

た。

今後、本内容について、長崎県とも協議を行いながら、本市防災会議等においても検討するこ

ととしております。

防災対策については、行政の最大の使命として、今後も万全を期してまいりますが、共助、自

助を高めていくことも極めて重要であります。市民皆様におかれましては、災害に備え、地域に

おける防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成や育成等について、今後も御理解を賜りま

すようお願いを申し上げます。

さて、今夏は例年に比べ猛暑日の少ない状況でございましたけれども、市内では、８月末現在、

１０名の熱中症の患者を搬送しております。これからも残暑が厳しいことが予想されますので、

日常生活の中で、必ず水分補給を行い、体調管理に十分留意していただきますよう、お願い申し

上げます。

また、本市の消防ポンプ操法大会は、５月１１日の勝本地区大会を皮切りに、６月２２日の芦

辺地区大会、６月２９日の郷ノ浦地区大会、石田地区大会、７月１３日の壱岐市大会と市民皆様

の御声援と御家族、職場、地域の皆様の御理解と献身的な御協力により無事終了し、ポンプ車の

部で芦辺地区第１分団、小型ポンプの部で郷ノ浦地区第７分団第２部が壱岐市の代表として、

８月３日大村市の長崎県消防学校で行われた長崎県大会に出場いたしました。

日ごろの厳しい訓練の成果により、芦辺地区第１分団は、見事優勝し、県大会１０連覇を達成、

また、郷ノ浦地区第７分団２部は、僅差で優勝は逃したものの準優勝の栄に輝きました。

ポンプ車の部で優勝した芦辺地区第１分団は、来る１１月８日東京都江東区有明の東京臨海広

域防災公園で開催の第２４回全国消防操法大会に出場いたします。

全国制覇に向けた活躍を大いに期待するものであり、市民皆様のさらなる御声援をよろしくお

願いいたします。なお、今回、全国大会出場に向けた所要の予算を計上しておりますので、御審

議賜りますようお願いいたします。

次に、原子力災害対策地区別説明会についてでございますが、東日本大震災に端を発した、福
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島第一原子力発電所の事故を受け、国においては、原子力災害対策指針で、原子力発電所から

３０キロ圏内を、緊急時に避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の予防服用を準備する区域、いわゆる

緊急時防護措置を準備する区域、ＵＰＺと定めました。長崎県並びに本市では、この指針に沿っ

て、地域防災計画の見直しを行い、昨年３月、原子力災害対策編を策定し、その概要版を市内各

世帯に配布いたしました。

今回、緊急時防護措置を準備する区域である３０キロ圏内にお住まいの皆様を中心に、原子力

災害に関する理解を深めていただくため、７月２４日から８月２７日の期間中、市内５カ所で、

地域防災計画、原子力災害対策編の内容説明と、長崎県危機管理課から、放射能の基礎知識と健

康影響についての説明を行い、計１９５人の皆様に御来場いただきました。

各会場ともさまざまな御意見等いただき、大変意義あるものであったと考えております。今後

も賜りました御意見等を参考に、県と連携を図りながら、原子力災害対策について取り組んでま

いります。

次に、議案関係について御説明をいたします。

まず、補正予算でございますけれども、本議会に提出した補正予算の概要は、一般会計補正総

額７億３,４９３万５,０００円、各特別会計の補正総額２億２,２１０万５,０００円となり、本

定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の合計は９億５,７０４万円となりま

す。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は２２１億７,６００万４,０００円、特別

会計については１０７億３,７１７万円となります。また、あわせて病院事業会計についても、

所要の補正予算を計上いたしております。

本日提出いたしました案件の概要は、平成２５年度各出資法人の経営状況等に係る報告４件、

平成２５年度財政健全化判断比率等の報告１件、長崎県病院企業団規約の変更に関する協議の案

件１件、条例の制定及び一部改正に係る案件７件、市道路線の廃止、認定案件２件、予算案件

９件、平成２５年度各会計決算認定１１件、病院事業会計資本剰余金の処分等についての案件

１件であります。

案件の詳細については、担当部長、課長等から説明をさせますので、御了承願います。

何とぞ十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さま

ざまな行政課題等に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員

各位並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたし

ます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これで、行政報告を終わります。
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ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時といたします。

午前10時45分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時00分再開

○議長（町田 正一君） 再開します。

────────────・────・────────────

日程第５．報告第１３号～日程第４０．要望第７３号

○議長（町田 正一君） 日程第５、報告第１３号平成２５年度財団法人壱岐栽培漁業振興公社に

係る経営状況の報告についてから、日程第４０、議案第７３号平成２５年度壱岐市病院事業会計

資本剰余金の処分及び自己資本金の額の減少についてまで、以上３６件を一括議題とします。

ただいま上程いたしました議案について、報告及び提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日提出をいたしました案件につきましては、担当部長及び担当課長等

に説明をさせますのでよろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 農林水産部長。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○農林水産部長（堀江 敬治君） 皆さん、おはようございます。

報告第１３号平成２５年度財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況の報告について御説

明申し上げます。

平成２５年度財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況について、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定により、別紙のとおり報告する。本日の提出でございます。

２ページから３ページをお開き願います。２ページは役員並びに評議員名簿を掲載しておりま

す。

３ページは事業報告でございます。まず、公益財団法人への移行について御説明をいたします。

平成２０年１２月１日、公益法人制度改革三法の施行に伴い、本財団は平成２５年１１月に長崎

県に対し公益認定申請を行い、公益認定等委員会の審議を経て、平成２６年３月１９日に長崎県

から公益財団法人として認定書を受領いたしました。これに伴いまして、同年４月１日、旧法人

の解散登記及び新法人の設立登記を行い、新公益財団法人として平成２６年度以降も、これまで

と同様に種苗放流事業を行うことで再出発をしたところでございます。

次に、基金の造成につきましては、本財団は当初、平成１１年度から１５年度までの５カ年間

で１０億円を積み立て、その運用益、すなわち預金利息で種苗の放流事業に要する経費の財源に
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充てることを目的とし設立、誕生した財団法人であります。これまでは、壱岐地域栽培漁業推進

協議会に対する助成事業を実施しておりましたが、平成２５年度からは当法人みずから公益事業

を実施しております。

平成２５年度の事業概要は、アワビ種苗５万個を壱岐栽培センターより購入をし、各漁協で

１万個ずつ放流をしております。財源の内訳は、利息０.２８％で、基金運用益が１９７万

７３７円、県及び市からの補助金がそれぞれ２８万円と１４万円、漁協の負担金が各漁協２万

８,０００円の５漁協で１４万円となっております。また、法人会計により３５万６,７６３円を

振りかえしまして、合計２８８万７,５００円であります。

次に、収支計算書について簡単に御説明をいたします。

６ページの貸借対照表をお開き願います。資産の部でありますが、流動資産が２８万３,３３４円、

固定資産のうち基本財産が１億円、特定資産が７億円、合計８億２８万３,３３４円でございま

す。７ページは貸借対照表の内訳を掲載しております。

次に、８ページは正味財産増減計算書でございます。９ページの計算書内訳表で若干説明をい

たしますと、法人会計としては、普通預金利息と繰越金だけを財源としているため年々減少して

おり、今年度繰越金は、基本財産の１億円を除きますと２８万３,３３４円となっております。

支出の面で、管理費の１万４,８００円は新法人への移行に伴う経費でありまして、印鑑代と印

紙料でございます。

最後に、１０ページから１１ページをお開き願います。１０ページは附属明細書、１１ページ

に財産目録として受け入れ先、使用目的及び金額を掲載しておりますので御高覧をお願いしたい

と思います。

以上で、報告第１３号についての説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） おはようございます。

それでは、報告第１４号平成２５年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告

について御説明をいたします。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告をいたします。本日の提出

でございます。

１ページ目をお願いいたします。１ページ目は庶務報告で、官庁事項及び株主総会等の報告で

ございます。

次に、２ページ目でございますが、（３）で株式でございますが、資本金１,０００万円、発
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行株式が２万株で、そのうち４６０万円、９,２００株が壱岐市の出資で、出資比率は４６％と

なっております。

３ページ目をお開きください。貸借対照表でございますが、流動資産の部については、流動資

産合計３４８万９,４１９円、固定資産合計１,０５７万６,８５６円で、資産合計は１,４０６万

６,２７５円となっております。負債の部については、負債合計３０万４１０円で、その内訳に

つきましては、未払い金及び預かり金でございます。資産の部については、株主資本合計

１,３７６万５,８６５円で、負債・純資産合計は資産合計と同額の１,４０６万６,２７５円でご

ざいます。

４ページ目をお願いいたします。損益計算書でございます。

売り上げ総利益が１３８万３,１５０円、販売費及び一般管理費が１６２万７,８９９円で、営

業利益はマイナス２４万４,７４９円となっております。その内訳につきましては、９ページの

営業損益内訳書に記載をしておりますので、ご覧をいただきたいと存じます。

次に、営業外収益は、長崎県空港活性化推進協議会補助金２０万円と預金利息５２４円の合計

２０万５２４円で、当期純利益はマイナス４万４,２２５円となっております。

次に、５ページ目をお願いいたします。株主資本等変動計算書でございますが、純資産合計の

前期末残高が１,３８１万円、当期変動額合計がマイナス４万４,０００円で、当期末残高が

１,３７６万６,０００円となっております。

６ページ目は個別注記表、７ページ目は主要勘定残高明細書、８ページ目は固定資産明細表、

９ページ目は営業損益内訳書、最後のページは監査報告となっております。

以上で、報告第１４号平成２５年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況について

報告を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 企画振興部長。

〔企画振興部長（山本 利文君） 登壇〕

○企画振興部長（山本 利文君） それでは、報告第１５号、そして１６号につきまして、一括し

て御説明をさせていただきます。

まず、報告第１５号平成２５年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況につきまして、

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告をいたします。本日の報告で

ございます。

この報告につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号に規定する一般社団法人

及び一般財団法人、株式会社への予算の執行の適正化等を図る観点から、公金をもって資本金等

の４分の１以上２分の１未満の出資をしている法人等についても、市長の調査等の対象となって
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おり、平成２６年６月２７日の第３１回定時株主総会で報告を受けたところであります。

内容につきましては、第３１期営業報告書を添付いたしております。

１ページをお開き願います。３番、当社の経営状況に記載されておりますように、平成２３年

度、平成２４年度と２期連続の赤字を出しまして、平成２５年度は来場者７,９６１人と、前年

比９６６人の減少にもかかわらず、税引き前３７８万９,０００円の単年度黒字を計上しており

ます。

これは、平成２５年度の６月の定例株主総会で取締役全員が退任をいたしまして、新しい経営

感覚を持った取締役を選任し、壱岐カントリー倶楽部の再建に取り組んだ成果と考えております。

具体的な取り組みとしましては、４、営業部門に掲載しておりますように、基本プレー料金の

改定やコンペ等の割引システムの改定などを実施いたしております。

２ページをお開き願います。８番、従業員構成で、従業員合計が１６名となっております。こ

れは、平成２４年度末と変わりがありません。

３ページをご覧ください。９番、会員状況、年会費関係です。①会員状況で、会員は合計で

８６０名、昨年度が８７６名ですので若干減少をしております。②年会費納入率で、平成２５年

度の納入率が１５５％となっております。これは、年会費について翌年度に支払ってもいいとし

ていたものを、年度内に納入することを周知徹底させたことによりまして、平成２４年度に納入

されていなかった分と平成２５年度分が納入されたことによります。

６ページをお開き願います。貸借対照表でございますが、資産の部で流動資産が９０９万

５,２４３円、固定資産が４,９８６万８,６２７円、資産の部の合計が５,８９６万３,８７０円

でございます。

７ページをお開き願います。負債・純資産の部でございますが、流動負債が３７２万３,９２４円、

固定負債４１４万８,３１２円、負債の部の合計が７８７万２,２３６円。純資産の部でございま

すが、株主資本としまして５,１０９万１,６３４円、純資産の合計が同額でございます。負債及

び純資産の部の合計は５,８９６万３,８７０円でございます。

続きまして、８ページをお開き願います。損益計算書でございます。

売上高が５,１７２万３,９８６円、対前年比が１１４.４％と、約６５０万円の増となってお

りますが、これは中段に記載しております営業外収益という欄がありますが、これが約６００万

円の減になっております。前年度まで営業外収益としていたものを売上高に計上を変更したもの

です。内容は、勝本総合運動公園の指定管理料でございます。

そして、売り上げ原価といたしましては１６８万６,５６３円、売り上げ総利益といたしまし

ては５,００３万７,４２３円でございます。

販売費及び一般管理費でございますが、４,７５３万７,６４０円、対前年比が８１.９％とな
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っております。この詳細につきましては９ページに掲載をしております。

営業利益が２４９万９,７８３円となっております。営業外収益、特別収益を合わせますと、

税引き前の当期純利益が３７８万９,５４８円と黒字を計上いたしております。

１０ページに株主資本等変動計算書、１１ページに損失金処理案、１２ページに監査報告書を

添付いたしております。

なお、監査役につきましては、定款上３名以内に設置することができることになっておりまし

て、監督強化及び効率化に推進するために、今回の、ことしの株主総会で１名を増員しておりま

すことを申し添えさせていただきます。

以上で、報告第１５号につきまして説明を終わらせていただきます。

次に、報告第１６号平成２５年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収支決算の報告について、

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告いたします。本日の報告でご

ざいます。

財団法人壱岐市開発公社は、壱岐市より国民宿舎壱岐島荘の指定管理並びにサンドーム屋外競

技場及び周辺管理業務の委託を受けております。

１ページをお開き願います。事業実績につきまして、１、実績者数及び過去対比をご覧くださ

い。平成２５年度の宿泊者数８,５６８名、休憩者数１万５,７７６名と、前年度との比較としま

しては、前年度がリニューアル工事のために１０月まで休館をしていたために直接比較はできま

せんが、参考までに同じ稼働日で比較しますと、米印に記載されておりますとおり、宿舎数、休

憩者数ともに前年度を上回っている状況でございます。

増加の要因といたしましては、旅行社とタイアップした旅行プランの企画や、ウエブを活用し

たグルメプラン等のＰＲを実施したことが上げられます。

次に、２ページをお開き願います。先ほどの利用者の状況を月別に掲載をいたしております。

３ページをご覧ください。公社収入及び支出でございます。（１）収入の部で、予算額

９,７００万５,０００円に対しまして決算額１億４,６３２万２,１１４円と、４,９３１万

７,１１４円の増。（２）支出の部では、予算額９,７００万５,０００円に対しまして決算額

１億４,２１３万７,８７２円と、４,５１３万２,８７２円の増となり、宿泊者数、休憩者数の増

に伴い、当期計上増減額、いわゆる税引き後の当期純利益といたしまして４１８万４,２４２円

となっております。

次に、４ページから６ページは正味財産増減計算書でございます。正味財産増減計算書は、企

業の損益計算書に相当するものです。壱岐市開発公社は、ことしの４月１日から一般財団法人へ

移行しておりますが、移行を見据えて平成２５年度分も移行後の様式で作成をしたものでござい

ます。
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６ページの一番下段をご覧ください。平成２６年３月３１日現在における当財団法人の正味財

産、いわゆる純資産の期末残高は２,００８万６,４８３円となっております。

次に、７ページ、貸借対照表でございます。１、資産の部、合計で３,５５４万７,７０８円、

２、負債の部は合計で１,５４６万１,２２５円、３の正味財産の部では、合計で２,００８万

６,４８３円となっております。この正味財産につきましては、一般財団に移行するために公益

目的支出計画といたしまして、今後、壱岐市に対しまして最低年額２０万円、残額がなくなるま

で寄附することとなっております。

８、９ページに財務諸表に関する注記、１０ページに有形固定資産明細書を、１１ページに監

査報告書を掲載いたしております。

１２ページに剰余金処分について掲載いたしております。前年度の繰越剰余金５９０万

２,２４１円に当期剰余金４１８万４,２４２円を加えまして、当期末剰余金は１,００８万

６,４８３円となっており、全額を次期繰越剰余金と処分いたしております。

最後に、１３ページに財産目録を掲載いたしております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

〔企画振興部長（山本 利文君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 報告第１７号平成２５年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足

比率の報告について御説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平

成２５年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付して報告いたしま

す。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。法第３条第１項による健全化判断比率の状況ですが、実質赤字

比率、連結実質赤字比率については赤字決算をしておりませんので、いずれも比率としては発生

いたしておりません。

次に、実質公債費比率が３カ年平均で６.４％、２４年度は７.８％でございます。将来負担比

率が３０.６％、２４年度は３５.５％でございます。いずれの比率も２４年度指標を下回ってお

り、健全に推移をいたしております。

実質公債費比率が前年度の比率を下回った要因といたしまして、前年度に地方債の繰り上げ償

還を行ったこと、また、廃棄物処理施設等の合併特例事業債の元金償還の開始による交付税措置

額の増。また、分母となる普通交付税額の増によるものでございます。中段に、健全化判断比率

の基礎となる標準財政規模の額が１３７億２,９２３万４,０００円で、前年度より１億
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５,７１７万７,０００円の増となっております。また、早期健全化基準及び財政再生基準の比率

は記載のとおりでございます。

次に、法第２２条第１項の規定による資金不足比率の状況ですが、簡易水道事業特別会計、下

水道事業特別会計、三島航路事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計の５公営企業会計にお

きまして、資金不足は生じておりませんので、比率としては発生いたしておりません。

なお、健全化判断比率等の概要につきましては、資料３、平成２５年度各会計決算概要の

１ページ、２ページに添付をいたしておりますので御参照願います。

以上で、報告第１７号平成２５年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て説明を終わります。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 病院部長。

〔病院部長（左野 健治君） 登壇〕

○病院部長（左野 健治君） 議案第５４号長崎県病院企業団規約の変更に関する協議について御

説明いたします。

地方自治法第２８６条第１項の規定により、長崎県病院企業団規約の一部を別紙のとおり変更

することについて、次の県及び関係市町と協議するものでございます。協議する県及び関係市町

は、長崎県、島原市、南島原市、雲仙市、五島市、新上五島町及び対馬市でございます。本日の

提出でございます。

提案理由でございますが、長崎県病院企業団規約の変更に関する協議については、地方自治法

第２９０条の規定により議会の議決を経る必要があり、企業団に加入する壱岐市におきましても、

その議決を経る必要があるためでございます。

次のページをお開きください。変更される規約の改正案でございます。

規約の改正内容でございますが、壱岐市が長崎県病院企業団加入するに当たりまして、壱岐市

に関する部分が追加される改正となっております。

別冊の「議案関係資料４」の１ページから、企業団規約の新旧対照表に基づき御説明いたしま

す。

病院部の資料になっとるかと思います。

第１条の企業団の目的の対象となる地域に壱岐地域を加え、第３条の企業団を組織する地方公

共団体に壱岐市が追加されます。

資料の２ページをお開きください。第７条の企業団の議会の組織及び選挙の方法において、定

数を１６人と改められます。

４ページをお開きください。別表１の企業団病院の一覧が改められ壱岐病院が追加され、別表
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２、病院企業団議会に壱岐市選挙区が追加され、その議員数は２名となっております。なお、病

院の名称につきましては、企業団の離島基幹病院の例に倣い「壱岐病院」に名称が変更となりま

す。

附則といたしまして、総務相の許可の日から施行し、平成２７年４月１日から適用となります。

以上が改正される規約の内容でございますが、今回、関係団体の９月議会におきまして同様の

議案が提出されることとなっております。今後の手続といたしましては、県、構成市町及び壱岐

市において議決後、総務相の許可を受けまして２７年４月１日から長崎県病院企業団加入が正式

に決定することとなります。

以上で、説明を終わります。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 企画振興部長。

〔企画振興部長（山本 利文君） 登壇〕

○企画振興部長（山本 利文君） 議案第５５号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について、壱

岐市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、壱岐市自治基本条例審議会及び壱岐市人口減少対策会議を設置する

ため、所要の改正を行うものであります。

次のページをお開きください。壱岐市附属機関設置条例の一部を次のように改正するものでご

ざいます。改正の条文の内容につきましては、記載のとおりであります。改正条文の新旧対照表

につきましては、別紙の１の１ページに掲載をいたしております。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。

以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔企画振興部長（山本 利文君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 市民部長。

〔市民部長（川原 裕喜君） 登壇〕

○市民部長（川原 裕喜君） それでは、議案第５６号から議案第５９号まで一括して説明をさせ

ていただきます。

議案第５６号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について、壱岐市福祉医療の医

療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、改正を行うものであります。

次のページをお開きください。壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正

するものでございます。改正条文の内容につきましては、記載のとおりであります。

その改正内容ですけれども、「母子及び寡婦福祉法」から、「母子及び父子並びに寡婦福祉
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法」に法律の名称及び定義等が改正されるものでございます。改正条文の新旧対照表につきまし

ては、資料１の２ページから３ページに記載のとおりでございます。

附則といたしまして、この条例は平成２６年１０月１日から施行するものでございます。

続きまして、議案第５７号壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定について、壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、子ども・子育て支援法により特定教育・保育施設及び地域型保育事

業者に対して、運営に関する基準を定めるものであります。

次のページをお開きください。壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例でございます。条文の内容につきましては、記載のとおりであります。

主な内容ですけれども、平成２７年４月施行予定の子ども・子育て支援法により、現認可保育

施設及び家庭的保育事業者が施設型給付、または地域型保育給付を受けるためには、市町村の確

認を受ける必要があります。そのため、市町村はその確認を行うため、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を条例で定めるものであります。

附則といたしまして、この条例は法の施行の日から施行するものでございます。

続きまして、議案第５８号壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について、壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のと

おり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律による児童福祉法の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるもの

であります。

次のページをお開きください。壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例でございます。条文の内容につきましては、記載のとおりであります。

主な内容ですけれども、平成２７年４月施行予定の子ども・子育て支援法により児童福祉法の

一部が改正され、家庭的保育事業の許認可権が市町村に与えられました。許認可するための運営

及び設備に関する基準を定めるための条例になります。現在の認可外保育施設、事業所内保育施

設等が該当し、申請の可能性があるため制定の必要があります。

附則といたしまして、この条例は子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律の施行の日から施行するものでございます。

続きまして、議案第５９号壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め
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る条例の制定について、壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律による児童福祉法の改正に伴い、放課後健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるも

のであります。

次のページをお開きください。壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例でございます。条文の内容については、記載のとおりでございます。

主な内容ですが、平成２７年４月施行予定の子ども・子育て支援法により児童福祉法の一部が

改正され、放課後児童健全育成事業の許認可権が市町村に与えられました。許認可するための運

営及び設備に関する基準を定めるための条例になります。現在、市内に５つの放課後児童クラブ

が該当し、申請の可能性があるため制定の必要があります。

附則といたしまして、この条例は子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律の施行の日から施行するものでございます。

以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。

〔市民部長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 教育次長。

〔教育次長（米倉 勇次君） 登壇〕

○教育次長（米倉 勇次君） 議案第６０号壱岐市立小・中学校設置条例の一部改正について説明

をいたします。

壱岐市立小・中学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でござ

います。

提案理由につきましては、壱岐市立三島小学校長島分校、原島分校の統廃合に伴い、所要の改

正を行うものでございます。

次のページをご覧ください。壱岐市立小・中学校設置条例の一部を改正する条例でございます。

壱岐市立小・中学校設置条例、平成１６年壱岐市条例第８３号の一部を次のように改正する。別

表第１、壱岐市立三島小学校長島分校の項及び壱岐市立三島小学校原島分校の項を削る。

附則といたしまして、この条例は平成２７年４月１日から施行するといたしております。

議案関係資料の４ページをご覧をいただきたいと思っております。新旧対照表でございます。

現行条例が左の欄、改正条例案が右の欄でございます。御参照いただきまして、御審議のほどよ

ろしくお願いをいたします。
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〔教育次長（米倉 勇次君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 消防長。

〔消防長（安永 雅博君） 登壇〕

○消防長（安永 雅博君） 議案第６１号壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部改正について御説明を申し上げます。

壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、昨年１２月に成立した消防団を中核とした地域防災力の充実強化に

関する法律の施行に鑑み、消防団員の出動手当を増額するため、所要の改正を行うものでござい

ます。

次のページをお開きください。壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を次のように改正するものでございます。第１３条の表、出動手当の項中１,０００円を

３,０００円に改める。金額につきましては、県内の他の全ての消防団の出動手当を参考にし、

検討したところでございます。あわせまして、消防団員の火災出動区分は、旧町のままで各地区

異なっておりましたので、消防団幹部とともに協議し、消防団員の負担軽減を図ることを十分に

考慮いたしまして、出動消防車両、出動団員数の見直しを行い、現在運用いたしております。

新旧対照表につきましては、お手元資料１の議案関係資料５ページに記載のとおりでございま

す。

附則といたしまして、この条例は平成２６年１０月１日から施行することとしております。

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行後、早急に措置を講ずるよう国、

県からの通知等もございますが、消防団員の処遇の改善を早期に図ることから、附則のとおりと

させていただいております。

以上で、議案第６１号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔消防長（安永 雅博君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第６２号及び議案第６３号について御説明申し上げます。

議案第６２号市道路線の廃止について、市道路線を別紙のとおり廃止するものです。本日の提

出でございます。

提案理由は、刈田院地区圃場整備事業及び２級河川刈田院川改修事業に伴う廃道のため、道路

法第１０条第３項の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。

次のページには、廃止路線調書を記載しており、この６路線について廃止するものです。次の
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ページからは、それぞれの路線の所在地及び延長などを記載した図面を添付しております。

続きまして、議案第６３号市道路線の認定について、市道路線を別紙のとおり認定するもので

す。本日の提出です。

提案理由は、刈田院地区圃場整備事業及び２級河川刈田院川改修事業に伴うつけかえ道路とし

て受け入れる必要があるため、道路法第８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるもので

ございます。

次のページには、認定路線調書を記載しており、この５路線を認定するものです。

次のページからは、それぞれの路線の所在地及び延長などを記載した図面を添付しております。

議案第６２号と議案第６３号は、県営の事業に伴いまして市道の位置及び形状に変更が生じた

ため、既存の市道６路線を廃止して、新たに５路線を市道として認定するものでございます。御

審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 議案第６４号平成２６年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２６年度壱岐市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億３,４９３万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２１億７,６００万４,０００円

とします。第２項は記載のとおりでございます。

債務負担行為の補正。第２条、債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」によるも

のでございます。

地方債の補正。第３条、地方債の追加・変更は、「第３表地方債補正」によるものでございま

す。本日の提出でございます。

２から４ページには、「第１表歳入歳出予算補正」の款項の区分の補正額等について、記載の

とおりでございます。

５ページをお開き願います。「第２表債務負担行為補正」、１、追加、基幹業務系システム及

び内部情報系システムの更新による機器等借入料について、平成２７年度以降、３１年度までの

債務負担行為限度額合計、３億１,０９８万円を追加しております。

次に、６ページをお開き願います。「第３表地方債補正」、１、追加、教育債は渡良小学校校

舎の耐震補強等改修工事の補助裏に全国防災事業債３,９４０万円を追加しております。起債の

方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。２、変更、合併特例事業債は、限度額
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５億５,０２０万円を５億６,８００万円に、１,７８０万円を増額しております。渡良小学校校

舎耐震補強等改修工事の単独分に合併特例債を補正しております。

次に、臨時財政対策債は、限度額６億円を７億１,２１０万円に、今回発行可能額まで１億

１,２１０万円を増額しております。

次に、７ページの災害復旧事業債は、限度額３００万円を８６０万円に、公共土木施設災害復

旧事業について５６０万円を増額しております。

それでは、事項別明細書により主な内容分について御説明いたします。

１２、１３ページをお開き願います。歳入について御説明いたします。

１０款１項１目の地方交付税は、今回不足する財源について普通交付税１億９,２１７万

３,０００円を増額補正しております。なお、本年度の普通交付税は、対前年度比３.１％減の

９７億９,１９４万２,０００円に決定いたしております。

１４款国庫支出金及び１５款県支出金については、追加内示及び社会福祉費等、過年度精算分

についてそれぞれ増減補正をしております。

次に、１４、１５ページをお開き願います。２０款４項２目雑入、後期高齢者医療制度特別対

策補助金の１３５万円の減額は、市単独で実施をしております高齢者肺炎球菌予防ワクチン接種

に対する後期高齢者広域連合からの一部補助金について、今回予防接種法の一部改正により平成

２６年１０月１日から定期予防接種となったことに伴い、１０月以降の接種見込み分２０７万円

を減額し、新たに後期高齢者の重症化予防事業として保健指導委託料７２万円を追加しておりま

す。

２１款市債につきましては、６、７ページの「第３表地方債補正」で説明したとおりでござい

ます。

次に、歳出について説明をいたします。

まず、歳出全般について、今回人事異動、会計間の移動に伴う職員給与費等の組み替えによる

補正を行っております。給与費明細書については、４９ページから５１ページに記載しておりま

すので御参照願います。

９月補正の主要事業につきましては、別紙資料２の「平成２６年度９月補正予算案概要」で説

明いたします。

資料２、「２６年度９月補正予算案概要」の２、３ページをお開き願います。２款１項７目情

報管理費、基幹系業務システム更新委託の１億７,４７２万２,０００円の補正は、平成２０年度

に導入した住民基本台帳システムほか、基幹系業務システムの保守期限が今年度で終了すること

に伴い、新システムへのデータ移行及びシステム改修費を追加しております。

次に、３款１項１目社会福祉総務費、生活困窮自立支援モデル事業の４６４万５,０００円の
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補正は、平成２７年４月１日から生活困窮者自立支援法の施行に伴い、困窮状態からの早期脱却

を支援し、状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するために国のモデル事業の指定

を受け、壱岐市社会福祉協議会へ生活困窮相談業務を委託し、相談員２名を配置、法施行後の諸

課題を検討、検証を行うこととしております。

次に、４、５ページをお開き願います。４款１項２目予防費、水痘予防接種委託料４９９万

２,０００円の補正は、予防接種法の一部改正により、本年１０月１日より１、２歳児の水ぼう

そう予防接種が定期の予防接種の対象となり、今年度は、経過措置として５歳未満６４０件分の

委託料を追加しております。

次に、５款１項３目農業振興費、地域経済循環創造事業補助金は、地域の金融機関等との産学

金官の連携で実施する株式会社壱岐の潮風の農業生産、販売及び農産加工等、６次産業化の実践

による地域資源活用及び雇用の創出を図ることに対し、国庫補助１０分の１０の補助金５,０００万

円を追加補正しております。

事業内容として、アイメック農法等による持続可能な農業生産及び集荷販売を行うとともに、

農産加工、給食サービスの提供、古民家レストランによる料理、空間提供や体験機会の確保など、

地域資源の有効活用、雇用の創出、外貨の獲得、交流促進など、地域経済の循環を図ろうとする

ものでございます。

次に、５款１項５目農地費、県営事業負担金は刈田院地区圃場整備事業ほか、３地区の事業費

総額２億５,７２４万４,０００円に対し、７.５％から３０％の負担金を合わせまして

４,０７７万２,０００円を追加しております。

次に、６、７ページをお開き願います。５款３項４目漁港漁場整備費、県営漁港整備事業負担

金は、大島漁港及び芦辺漁港整備事業費、総額３億３,９５１万１,０００円に対し、１０％から

１２.５％の負担金を合わせて４,２０５万２,０００円を追加しております。

次に、６款１項２目商工振興費、壱岐の食情報発信人材育成事業の１,０８７万６,０００円の

補正は、緊急雇用創出事業の１０分の１０の補助事業で、ＩＣＴを活用した情報発信に関するス

キルや壱岐産食材についての知識及び販路拡大のための営業力を持った人材を育成することを目

的に、民間企業への委託事業として、本年１１月より５人の採用を予定しております。

次に、８、９ページをお開き願います。６款１項４目観光費、島民参加型観光ネットワーク整

備事業は、過疎地域自立活性化推進交付金１,０００万円の補助金を受けて実施するもので、島

民や観光客など、島内外問わず壱岐を紹介するサポーターとして島外からの観光客を誘客した場

合、会員及び観光客双方にポイントを付与し、たまったポイントに応じて島内で使用できる商品

券を配布するためのシステム整備、及び島民向けにおもてなし講習会等、体制整備事業に対し

１,０８０万円を追加しております。



- 38 -

次に、１０、１１ページをお開き願います。７款２項３目道路橋梁新設改良費、県営道路整備

事業負担金は、県道渡良初瀬線ほか４路線の事業費総額１億７,４３２万５,０００円に対し、

１５％から２０％の負担金、合わせまして２,８１７万４,０００円を追加しております。４項

１目港湾管理費県営漁港整備事業負担金についても、郷ノ浦港湾ほか２港湾の事業費総額１億

６,２５７万５,０００円に対し、１２.５％から２５％の負担金を合わせて１,４８５万

２,０００円を追加しております。

次に、１２、１３ページをお開き願います。８款１項２目非常備消防費で、１１月８日に東京

都で開催される全国消防操法大会出場経費について、報償費等９５６万９,０００円を補正して

おります。長崎県消防協会、県下市町消防団より助成金３００万円を充当しております。

次に、９款２項１目小学校耐震補強等改修事業は、渡良小学校校舎の耐震補強等改修工事費に

ついて、今回９,０４９万５,０００円を追加しております。財源として、国庫補助金で地震防災

分が２分の１、防災機能強化分が３分の１、補助金総額３,２２６万２,０００円と、補助裏に全

国防災事業債を１００％、単独事業分に合併特例事業債を９５％、合わせて５,７２０万円を充

当しております。

次に、１０款１項１目農地及び農業用施設災害復旧費は、７月１６日の豪雨による農地災害復

旧事業として４カ所及び小規模災害復旧事業として１０カ所、単独補助金災害復旧１８カ所につ

いて、１,２０９万７,０００円を増額しております。

次に、１４、１５ページをお開き願います。１０款２項１目公共土木施設災害復旧費につきま

しても７月１６日の豪雨によるもので、河川１カ所、道路２カ所、小規模災害復旧事業１０カ所

について、１,０８６万５,０００円を増額しております。

次に、１１款公債費、地方債元金繰り上げ償還費は、後年度の財政負担の軽減を図るために、

交付税措置のない公営住宅建設事業債６件の繰り上げ償還を実施するものであります。前年度繰

越金を財源に、当初予定の繰り上げ償還に１億４,１５３万４,０００円を増額し、本年度の繰り

上げ償還総額は５億４,８２６万円となります。

そのほか、主要事業の詳細につきましては、資料２に記載のとおりでありますので省略をさせ

ていただきます。

以上で、平成２６年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）について説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。

午前11時51分休憩

………………………………………………………………………………
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午後１時00分再開

○議長（町田 正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

ここで、消防長より発言の訂正の申し出があっておりますので、これを許します。安永消防長。

〔消防長（安永 雅博君） 登壇〕

○消防長（安永 雅博君） 午前中、御説明申し上げました議案第６１号壱岐市消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてでございますが、申しわけございません。

お開き願いたいと思います。提案理由の上から２行目、「消防団員の出場手当」というふうに記

載しておりますが、正しくは「出動手当」でございます。訂正をお願いしますとともに、おわび

を申し上げます。

〔消防長（安永 雅博君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 議案第６５号から議案説明を続けます。保健環境部長。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 登壇〕

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 議案第６５号から６６号を一括して説明させていただきます。

議案第６５号平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。

平成２６年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正、第１条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

４,４９０万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億１,４７９万

６,０００円とします。２項については、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正額については、記載のとおりでございま

す。

８ページ、９ページをお開き願います。２歳入、７款１項前期高齢者交付金につきましては、

前年度分の前期高齢者交付金が確定しましたので５１万２,０００円を減額しております。

１１款１項繰越金は、前年度からの繰越金１億４,５４２万１,０００円を増額補正しております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。３歳出、３款１項後期高齢者支援金は、支援金額

が確定し増額となりましたので、２１万円を追加しております。９款１項基金積立金につきまし

ては、前年度繰越金の中から財政調整基金への積み立てるため１億円を増額しております。

１１款１項償還金還付加算金は、国庫支出金精算返納金としまして、療養給付費等返還金及び高

齢者医療制度円滑運営事業補助金返還金として、３,６６８万２,０００円を増額しております。

療養給付費交付金返還金につきましては、前年度退職者療養交付金の支払基金精算返納金として

８０１万７,０００円を増額しております。
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以上で、議案第６５号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第６６号平成２６年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明いたします。

平成２６年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４,２０９万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億２,７５４万

２,０００円とします。２項については、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正額については、記載のとおり

でございます。

８ページ、９ページをお開き願います。２歳入、４款支払い基金交付金としまして、前年度の

介護給付費交付金の追加交付により２３１万７,０００円を増額補正しております。地域支援事

業介護予防事業交付金につきましても、実績により追加交付となったため３,３６８万３,０００円

を増額補正しております。８款繰越金につきましては、前年度繰越金を３,６０９万１,０００円

を増額しております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。３歳出、３款地域支援事業につきましては、人事

異動に伴う人件費の増額補正を行っております。４款支払い基金は、介護保険事業の財政の安定

化を図るため、前年度の繰越金の中から介護給付費準備基金積立金として４,０００万円を追加

しております。次に、６款諸支出金としまして、前年度の国、県の介護給付費負担金からの精算

返納金１８５万１,０００円を増額補正しております。

１２ページ、１３ページに給与明細書をつけております。

以上で、議案第６６号の説明を終わらせていただきます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第６７号及び議案第６８号について御説明申し上げます。

補正予算書の１ページをお開きください。議案第６７号平成２６年度壱岐市簡易水道事業特別

会計補正予算（第３号）。平成２６年度壱岐市の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０８万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億７,４０７万５,０００円とします。２項

は記載のとおりでございます。本日の提出です。
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２から３ページには、第１表歳入歳出予算補正、５ページからは歳入歳出補正予算事項別明細

書を記載しております。

８ページをお開きください。２歳入ですが、一般会計繰入金として５万６,０００円を、５款

繰越金として２０３万１,０００円を追加しております。

１０ページをお開きください。３歳出ですが、１款総務費の１目一般管理費で２８万６,０００円

の減額を、２目施設管理費に２３７万３,０００円の追加をしております。補正の内容は、人事

異動によります職員給与費などの補正と、使用水量の増加に伴いまして給水量を確保するため、

単独事業として配水管の布設がえ工事費などについて増額の補正をしております。別添資料の

１６ページから１７ページに添付しておりますので、資料を御参照いただきたいと思います。

続きまして、議案第６８号平成２６年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）、平成

２６年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０万５,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４,６７１万８,０００円とします。２項は

記載のとおりでございます。本日の提出です。

８ページをお開きください。２歳入ですが、５款で一般会計繰入金として５９万円を、また

６款で繰越金として１１万５,０００円を追加しております。

１０ページをお開きください。３歳出ですが、１款下水道事業費の１目施設整備費で１２万円、

２款漁業集落排水整備事業費１目一般管理費に２１万５,０００円、同じく２款の１目施設整備

費に３７万円の追加をしております。補正の内容は、人事異動によります職員給与費などの補正

と消費税納付金について補正しております。

以上で、議案第６７号と６８号についての説明を終わらせていただきます。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 市民部長。

〔市民部長（川原 裕喜君） 登壇〕

○市民部長（川原 裕喜君） 議案第６９号平成２６年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計

補正予算（第１号）について御説明いたします。

平成２６年度壱岐市の特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,６７６万８,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,９９７万円とする。第２項は記載の

とおりでございます。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。２ページから３ページは、歳入歳出予算補正でございます。
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次に、８ページ、９ページをお開きください。まず、歳入について御説明をいたします。４款

繰越金でございますが、前年度繰越金に１,６７６万８,０００円を、財源調整のため増額補正を

いたしております。

次に、１０、１１ページをお開きください。歳出について御説明をいたします。１款介護サー

ビス事業費の１項１目事務費の１,６６８万５,０００円の増額の主な内容は、職員の人事異動に

伴う給料、職員手当等を増額補正いたしております。同じく８節報償費、９節旅費、１１節の需

用費の増額補正は、特別養護老人ホーム施設経営の民間譲渡に向けた譲渡選考委員会の経費と譲

渡先進地視察経費等を増額補正をいたしております。また、１３節の委託料、システム改修業務

は、現行のクライアント及びサーバーのサポートが終了するため更新し、介護保険請求システム

を運用するための２７０万円と、特別養護老人ホーム建設候補地及び周辺の測量業務が必要なた

め１３６万１,０００円の増額補正をいたしております。

そして、資料２の平成２６年度９月補正予算の主要事業１７ページにも概要を記載しておりま

すので、お目通しをお願いいたしたいと思います。

１２ページから１４ページにつきましては、給与費明細書でございます。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。

〔市民部長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） それでは、議案第７０号平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）について御説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２４万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,９１６万７,０００円と

する。２歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によります。本日の提出でございます。

２ページ、３ページにつきましては、歳入歳出予算補正でございます。

５ページから７ページにつきましては、事項別明細書でございます。

８ページ、９ページをお願いいたします。歳入予算補正について御説明をいたします。歳入財

源といたしましては、一般会計繰入金を２２４万１,０００円増額補正をいたしております。

次に、１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出予算補正について御説明をいたします。

１款運航費１項運航管理費１目一般管理費でございますけれども、三島航路事業担当職員２名が、
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平成２６年４月１日、人事異動により交代をいたしましたので、人件費の組みかえ差額分

２１２万８,０００円、それと船員保険料の追加分１１万３,０００円を増額補正計上いたしてお

ります。給与費明細書につきましては、１２ページ、１３ページのとおりでございます。

以上で、議案第７０号につきまして御説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定い

ただきますようよろしくお願いいたします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 農林水産部長。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○農林水産部長（堀江 敬治君） 議案第７１号平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げます。

平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,３３０万４,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,６６１万８,０００円とする。第２項

は記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページから３ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正、歳入及び歳出の補正の款

項の区分の補正予算額等については、記載のとおりでございます。内容については、事項別明細

書で御説明をいたします。

８ページから９ページをお開き願います。まず、歳入について御説明いたします。４款繰越金

１項繰越金に、前年度繰越金として１,３３０万４,０００円を追加補正いたしております。

１０ページから１１ページをお開き願います。歳出について御説明をいたします。１款総務費

１項１目一般管理費に１,０３０万４,０００円を増額補正しております。主な内容については、

前年度繰越金を財源としまして、労務賃金、燃料費、修繕料等に１,０３０万４,０００円を増額

補正し、あわせまして２款基金積立金１項１目減価償却基金積立金に３００万円を追加補正いた

しております。

以上で、議案第７１号についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 病院部長。

〔病院部長（左野 健治君） 登壇〕

○病院部長（左野 健治君） 議案第７２号平成２６年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号）

について御説明いたします。

第１条、平成２６年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。
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第２条、平成２６年度壱岐市病院事業会計予算第２条に定めた業務の予定量を、次のとおり補

正する。科目４、主要な建設改良事業、施設整備事業費補正予定額３,００３万６,０００円を増

額し、計１億９,２９２万２,０００円としようとするものでございます。これは、電子カルテシ

ステム導入に伴う院内ネットワーク整備事業等でございます。

第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入でござ

いますが、第１款第２項医業外収益補正予定額３７万５,０００円を増額し、第１款事業収益、

計２９億４,２４９万３,０００円といたしております。支出でございますが、第１款第１項医業

費用補正予定額２,７４９万７,０００円を増額し、第１款事業費用３０億７,５４８万

２,０００円といたしております。

第４条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入でござ

いますが、第１款３項企業債補正予定額２,４８０万円を増額し、第１款資本的収入計は４億

３３１万８,０００円といたしております。支出でございますが、第１款第１項建設改良費補正

予定額３,００３万６,０００円を増額し、第１款資本的支出４億７,５７３万８,０００円といた

しております。

次のページをお開きください。第５条、予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正する。院

内ネットワーク整備事業の財源として追加するもので、限度額は２,４８０万円としております。

第６条、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。職員給与費を２,２５９万

７,０００円を増額し、１８億５４万６,０００円としております。

第７条、予算第１０条に定めた重要な資産の取得及び処分に次の項目を追加する。取得する資

産として院内ネットワーク一式でございます。

第８条、予算第１０条の次に、次の１条を加え、債務負担行為について定めております。

第１１条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりとする。電子

カルテ整備事業費２億１,０６９万５,０００円。期間、２７年度限度額は２億１,０６９万

５,０００円としております。本事業は、患者の診療情報を電子化して、各部門システムとネッ

トワークを構築するものでございます。事業年度は２６から２７年度といたしておりまして、本

補正予算には、院内の環境整備を行い、２７年度におきましてシステム構築を行うものでござい

ます。本日の提出でございます。

次に、６ページをお開きください。平成２６年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号）実施

計画書でございます。収益的収入及び支出、収入の１事業収益医業外収益７補助金の３７万

５,０００円は、認定看護師の資格取得助成事業県補助金でございます。支出の事業費用、給与

の手当の減額につきましては、医師の退職分でございます。賃金につきましては、看護師の育休、

産休に伴う代替要員として正規看護師の、あわせて正規看護師不足分を増額計上いたしておりま
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す。経費の委託料でございます。病棟再編に伴いまして、新たに地域包括ケア入院基本料取得の

ための医事会計システム改修を計上いたしております。

次に、資本的収入及び支出でございます。資本的収入、１企業債、院内ネットワーク整備事業

の財源でございます。支出の資本的支出施設整備事業の工事請負費は、院内ネットワーク整備事

業を計上いたしております。

８、９ページは給与明細書でございます。

１０ページ、債務負担行為に関する調書でございます。

１１ページはキャッシュフローの計算書でございます。

１２から１４ページは予定貸借対照表でございます。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 認定第１号平成２５年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について

御説明申し上げます。

平成２５年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監

査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

平成２５年度各会計決算書一般会計の１ページをお開き願います。平成２５年度壱岐市一般会

計歳入歳出決算書、歳入合計２３８億８,４６０万６,１４２円、歳出合計２３３億９,９０４万

１,９６７円、歳入歳出差し引き残額４億８,５５６万４,１７５円となっております。決算内容

につきましては、２ページ以降に記載をいたしております。

５ページをお開き願います。歳入決算について、収入未済額、合計の９億９,９３０万

５,１６１円のうち、翌年度への繰越明許費に係る国県支出金等の未収入特定財源６億６,４４０万

７,７０６円を差し引きますと、実収入未済額は３億３,４８９万７,４５５円となっております。

次に、２６、２７ページお開き願います。１８款２項１目基金繰入金１節財政調整基金繰入金

につきましては、当初、財源不足に対する基金取り崩し２億円を予定しておりましたが、年度末

の収支決算調整で、医療扶助費等において多額の不用額が生じたため、財政調整基金繰入金を取

りやめております。

次に、歳出については資料３の各会計決算概要の５ページ以降に、平成２５年度決算状況及び

主要施策の成果説明書について記載のとおりでございますが、２５年度決算の特徴といたしまし

ては、特に平成２４年度国の補正予算による八幡浦漁港特定漁港整備工事や小中学校耐震化事業

などの繰越明許費の増額及び消防庁舎、消防救急無線デジタル化、消防指令台整備事業などの実
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施によりまして、普通建設事業費で対前年度比が２０億５,６００万円、７６.２％の増となり、

また新規事業であります、しまとく通貨発行事業や、漁業用燃油高騰緊急対策事業、住宅リフ

ォーム支援事業及び長崎がんばらんば国体リハーサル大会等によりまして、物件費で２億

３,２００万円の増、補助費等で２億４,２００万円の増となりました。

また、後年度の財政負担の軽減を図るため、繰り上げ償還を１０億２,７８６万８,０００円を

実施し、さらに後年度地方債の償還財源として減債基金への積み立てを５億２,４５３万

５,０００円等も実施をしております。

そのほか、市民が安全で安心して暮らせる経費並びに市の振興施策など、行政費用として、そ

れぞれ支出をしてきたところでございます。

なお、財政構造の弾力性をあらわす指標でございます経常収支比率は８０.４％と、前年度の

８０.９％から０.５％下がり、健全に推移をいたしております。

次に、一般会計決算書の最後のページでございますが、１０８ページをお開き願います。実質

収支に関する調書でございます。金額単位は１,０００円で、歳入歳出差し引き額４億８,５５６万

４,０００円で、繰越明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が６,００３万９,０００円でござ

いますので、これを差し引いた実質収支額は４億２,５５２万５,０００円となっております。

次に、各会計決算書の最後に、財産に関する調書を記載しております。財産に関する調書は、

平成２６年３月３１日決算で計上しております。財産に関する調書の１ページから公有財産、

５ページから９ページに物品、１０ページに債権及び基金について、それぞれ２５年度中の増減

を記載いたしております。

財産に関する調書の１０ページをお開き願います。４基金のうち、中段に一般会計分の決算年

度末現在高を記載しております。平成２６年３月末現在高が８９億５,６９５万４,０００円で、

前年より８億４,５６８万４,０００円の増となっております。

最後の１１ページに、定額運用基金の運用状況を、それぞれ記載をいたしております。

以上で、平成２５年度一般会計歳入歳出決算認定について説明を終わります。御審議の上、認

定賜りますようよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 保健環境部長。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 登壇〕

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 認定第２号から第４号まで一括して御説明させていただきます。

認定第２号平成２５年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明い

たします。

平成２５年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項
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の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でご

ざいます。

国民健康保険事業特別会計の決算書の１ページをお開き願います。国民健康保険事業勘定歳入

合計５０億４,５８２万６,１０８円、歳出合計４７億８,７１０万１１５円、歳入歳出差し引き

残額２億５,８７２万５,９９３円、直営診療施設勘定歳入合計１億２,２５６万５,３０３円、歳

出合計１億２,１９５万６,３０５円、歳入歳出差し引き残額６０万８,９９８円となっておりま

す。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

つきましては、１款１項における国民健康保険税の決算の状況は記載のとおりであり、国保税の

収納率は、現年度分については医療費給付分、後期高齢者支援分、介護納付分を合わせまして

９４.５６％になっております。前年度は９４.６７％であり、比較しますと０.１１％のマイナ

スとなっております。滞納繰越金分につきましては、現年度１２.６３％、前年度が１０.０３％

であり、２.６％のプラスとなっております。滞納の累積額は、３億２,７８８万９,１９７円と

なっております。なお、不納欠損処分としまして２７９件、２,３９９万１,７４０円の処分を行

っております。

１６ページ、１７ページをお開き願います。１０款１項一般会計繰入金として、前年度に引き

続き、その他繰入金の中で１億９,１４９万１,４９０円の法定外繰り入れを行っております。

歳出についてでございますが、２２ページ、２３ページをお開き願います。２款１項の１目か

ら４目までの療養給付費、療養費、２項の高額療養費の支出済み額の合計は３１億６,１４９万

５,６２７円であります。昨年度より３,５０４万３,０１６円の増額になっております。４項の

出産育児諸費につきましては、４２件の給付件数でございます。

２４ページ、２５ページをお開き願います。葬祭諸費につきましては７４件の給付件数となっ

ております。

３０ページをお開き願います。実質収支に関する調書は、記載のとおりでございます。

３２ページから３７ページは、直営診療施設勘定の歳入歳出決算事項別明細書でございます。

公設民営で運営しております勝本・湯本診療所に係るものでございます。

以上で、認定第２号について説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第３号平成２５年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて御説明いたします。

平成２５年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出

でございます。
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決算書の１ページをお開き願います。歳入合計２億９,５００万１,５５７円、歳出合計２億

９,２８８万９,７０７円、歳入歳出差し引き残額２１１万１,８５０円となっております。

６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入につき

ましては、１款１項における後期高齢者医療保険料の決算の状況は記載のとおりであり、保険料

の収納率は、現年度分については、特別徴収、普通徴収合わせて９９.７４％になっております。

前年度は９９.３１％であり、比較しますと０.４３％のプラスとなっております。滞納繰越分に

つきましては、３２.１６％の収納率になっております。滞納の累積額は、２８４万４,１４０円

であります。なお、不納欠損処分としまして４件、１万１,５００円の処分を行っております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出でございますが、２款広域連合納付金２億

８,９５１万７,３２６円の内訳につきましては、保険料分が１億５,７２８万７,７６０円、保険

基盤安定分１億２,０６１万７,５２０円、共通経費負担分１,１６１万２,０４６円となっており

ます。

以上で、認定第３号について説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第４号平成２５年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

御説明いたします。

平成２５年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付すものでございます。本日の提出でございま

す。

決算書の１ページをお開き願います。介護保険事業勘定でございますが、歳入合計３０億

９,６８７万７,９２０円、歳出合計３０億２,９００万３,０９５円、歳入歳出差し引き残額

６,７８７万４,８２５円でございます。

続きまして、介護サービス事業勘定でございますが、歳入合計２,５８１万３,２３７円、歳出

合計２,５８１万３,２３７円の同額でございます。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

つきましては、１款１項における介護保険料の決算の状況は、記載のとおりであります。保険料

の徴収率は、現年度分につきましては、特別徴収、普通徴収合わせまして９８.６６％になって

おります。前年度は９８.８２％であり、比較しますと０.１６％のマイナスとなっております。

滞納繰越分につきましては、７.１１％の収納率になっており、不納欠損処分を１２件、３万

６,６００円を行っております。滞納の累積額は３,３２０万７,８８０円であります。

１４ページ、１５ページをお開き願います。歳出でございますが、２款介護給付費の支払い支

出済み額は２８億５,７８８万１,５９９円であり、グループホーム、通所介護事業所の開設の影

響等もあり、昨年度より１億９４万５８５円の増額となっております。
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２２ページ、２３ページをお開き願います。この介護サービス事業勘定の決算は、地域包括支

援センターの設置による居宅支援サービス計画書作成に係るものでございます。

２４ページ、２５ページをお願いいたします。歳出は、１款２款とも、それに伴う嘱託及び臨

時職員の人件費等となっております。

以上で、認定第４号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第５号について御説明いたします。

平成２５年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。

平成２５年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出です。

決算書の１ページをお開き願います。歳入歳出決算書でございますが、歳入合計９億１,６２１万

９,３５７円、歳出合計９億１,４１８万７,０５７円、歳入歳出差し引き残額は２０３万

２,３００円です。

次に、２から３ページをお開きください。歳入の部でございますが、予算現額の合計が９億

３,５４９万５,０００円に対し、収入済み額合計が９億１,６２１万９,３５７円となっておりま

す。

次に、４から５ページをお開き願います。歳出を記載しております。予算現額の合計が９億

３,５４９万５,０００円に対しまして、支出済み額合計が９億１,４１８万７,０５７円となって

おります。

次に、６から７ページをお開き願います。事項別明細書の歳入の部でございます。ここで、

２款の使用料及び手数料についてでございますが、１目の簡易水道使用料、これは水道料金です

が、調定額が４億３,８０２万８,６６４円に対し、収入済み額が４億４０８万１,９０４円とな

っております。その内訳としまして、現年度分調定額が４億３４８万３,４７０円に対しまして、

収入済み額が４億５９万５２０円です。滞納繰越分調定額が３,４５４万５,１９４円に対しまし

て、収入済み額が３４９万１,３８４円となっております。収納率で申しますと、現年度分が

９９.２８％、昨年度より０.１％増加しております。滞納分については１０.１１％となりまし

て、昨年度より１.３７％増加しております。

次に、１０から１１ページをお開き願います。事項別明細の歳出の部でございます。１款から

４款までを次のページにかけて記載しております。

１４ページには、実質収支に関する調書を記載しております。
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以上で、認定第５号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第６号について御説明いたします。

平成２５年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。

平成２５年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものです。本日の提出です。

決算書の１ページをお開き願います。歳入歳出決算でございます。歳入合計４億１,９６０万

４,８９５円、歳出合計４億１,９４８万７,０７５円、歳入歳出差し引き残額は１１万

７,８２０円となっております。

２から３ページをお開き願います。歳入を記載しております。予算現額の合計が４億９,６６９万

８,０００円に対しまして、収入済み額合計が４億１,９６０万４,８９５円となっております。

次に、４から５ページをお開き願います。歳出を記載しております。予算現額が４億９,６６９万

８,０００円に対しまして、支出済み額が４億１,９４８万７,０７５円となっております。

次に、６から７ページをお開き願います。決算書の事項別明細書の歳入でございます。２款の

使用料及び手数料で、１目の下水道使用料としまして、調定額が５,３１０万９２０円、収入済

み額が５,０８９万２,６６０円です。その内訳としまして、現年度分調定額が５,０８８万

３,４９０円、収入済み額が５,０６８万７,８６０円、滞納繰越調定額が２２１万７,４３０円に

対しまして収入済み額が２０万４,８００円となっております。収納率で申し上げますと、現年

度分が９９.６２％となり、昨年度より０.２９％増加しております。滞納分は９.２４％となり

まして、昨年度より１.７２％増加しております。

以上で、認定第６号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 市民部長。

〔市民部長（川原 裕喜君） 登壇〕

○市民部長（川原 裕喜君） 認定第７号平成２５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳

入歳出決算認定について御説明申し上げます。

平成２５年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提

出でございます。

決算書の１ページをお開き願います。歳入の合計でございますが４億９,８６７万８,４８５円

でございます。歳出の合計は４億４,６４５万３,３５３円でございます。差し引き残額ですが

５,２２２万５,１３２円で、２６年度への繰り越しでございます。

次に、６、７ページをお開き願います。事項別明細書の歳入の主なものですが、１款介護サー
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ビス収入の１目介護サービス費の３億６,４９２万６８５円ですが、これは、施設介護サービス、

短期入所者介護サービス、通所介護サービスに係る長崎県国民健康保険団体連合からの収入でご

ざいます。

次に、２目利用者負担金収入の５,８４６万９,１４５円ですが、各サービスの利用者負担でご

ざいます。

次に、１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出の主なものでございますが、１款介護

サービス事業費の１項施設介護サービス事業費で２,０３７万６,４６５円の不用額が生じており

ますが、これの主なものは１目事務費の７節賃金の９５０万９,９７４円で、この不用額につい

ては、主に介護士と看護師の臨時雇用の執行残であります。

次に、１２、１３ページをお開き願います。２款基金積立金１目財政調整基金積立金ですが、

予算額の４,０５０万円に対し、２５年度におきまして、年度末時点での決算状況を勘案して

４,００９万７６９円の基金積み立てといたしております。

次に、最終の１６ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。

以上で、認定７号について説明を終わります。よろしくお願いをいたします。

〔市民部長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 認定第８号平成２５年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明を申し上げます。

平成２５年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。

決算書の１ページをお願いいたします。歳入合計でございますが、１億１,６７８万３７３円、

歳出合計は歳入と同額でございます。歳入歳出差し引き残額はゼロでございます。

２ページ、３ページをお願いいたします。歳入でございますが、予算現額は１億２,１４５万

４,０００円、収入済み額は１億１,６７８万７３７円でございます。

４ページ、５ページをお開きください。歳出でございますが、予算現額が１億２,１４５万

４,０００円、支出済み額は１億１,６７８万７３７円でございます。

次に、６ページ、７ページをお願いします。歳入歳出決算の事項別明細書でございます。１款

の使用料及び手数料でございますが、収入済み額２,３２６万２,６４７円となっております。平

成２５年度の乗船者数でございますが、乗客が６万２,３１２人、また車両が９２５台で、平成

２４年度に対しまして、乗客で４,８２６人の減、車両で２１８台の減でございます。
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減少の主な理由でございますが、過年度と比較して、三島における公共事業の完了に伴い、工

事作業員及び工事車両の輸送分の使用料が減少しております。また、島の人口についても年々減

少しており、フェリー三島の利用が減っております。

２款の国庫支出金でございますが、予算現額の６,２６３万２,０００円に対し、収入済み額が

６,２６３万２,１３７円となっております。国庫補助金の算定に当たっては、実質収支差見込み

額に効率化係数を乗じた額を補助対象経費として、その２分の１が補助される標準的な事業経費

等を前提とした事前算定方式となっております。

３款県支出金でございますが、予算現額５４０万８,０００円に対しまして、収入済み額

７２２万９,３６１円で、１８２万１,３６１円の増となっております。県補助金の算定に当たっ

ては、実質収支差見込み額から国の補助金を控除した２分の１の額となります。

次に、平成２５年度の繰入金は、予算現額２,９２２万３,０００円に対し、収入済み額が

２,３６０万２,１９２円となっておりまして、５６２万８８０円の減となっております。

次に、前年度繰越金及び預金利子については該当ありません。

雑入でございますが、予算額５万８,０００円に対しまして、収入済み額が５万４,４００円で

ございます。これは、公衆電話の使用料、自動販売機設置料等に係る雑入金収入であります。

歳出につきましては、８ページから９ページに記載をいたしております。１款運航費１項運航

管理費１目一般管理費１３節の委託料１３８万２,７８９円でありますが、これは主に乗船券等

販売委託料及び待合施設所管理業務でございます。１款運航費１項運航管理費２目業務管理費の

１１節需用費３,１４３万９３１円の内訳で、主なものは燃料費１,４３７万３,８００円で、修

繕料が１,６３２万１,５５５円です。これは、年間約１５万リットルの燃料の消費に対する費用

でございます。修繕料につきましては、中間検査費用、ドック費用、機関部の小修繕費用でござ

います。

１３節委託料につきましては、３７２万円は陸上作業員の業務委託料、フェリーの綱取りの委

託費でございます。

１０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出いずれも１億

１,６７８万１,０００円となっております。歳入歳出差し引き額がゼロでございます。

以上で、認定第８号平成２５年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして

説明を終わらせていただきます。審査の上、認定いただきますよう、よろしくお願いをいたしま

す。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 農林水産部長。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 登壇〕
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○農林水産部長（堀江 敬治君） 認定第９号平成２５年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出

決算認定について御説明申し上げます。

平成２５年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日の提出でございます。

１ページをお開き願います。歳入歳出決算書でございます。歳入合計１億４,３３９万

１,９５３円、歳出合計１億３,００８万６,４２４円、差し引き残額が１,３３０万５,５２９円

でございます。

次に、６ページから７ページをお開き願います。決算事項別明細書でございます。まず、歳入

の部でございますが、１款使用料及び手数料１項１目機械使用料でありますが、調定額７,２２６万

７,８７０円に対しまして、収入済み額は７,１８９万２８５円であり、収入未済額は３７万

７,５８５円でございます。この内訳としましては、現年度が８件で３３万７,６００円、過年度

が１件で３万９,９８５円でありました。その後、訪問徴収によりまして、８月末の現在では現

年度２件の８万４,２００円で、過年度分の滞納はありません。今後とも未収金の徴収について

は鋭意努力してまいる所存でございます。

次に、３款繰入金１項１目一般会計繰入金については、一般会計から５９０万９,０００円の

繰り入れを行っています。また、２項１目減価償却基金繰入金については、農作業用の機械購入

のため７１８万６,２００円の繰り入れを行っております。内訳はトラクター５０４万円、ロー

ルベーラー２０２万５,４５０円、充電器１２万７５０円であります。

４款繰越金については、１,４１６万８,３４１円の繰り越しを行っています。

５款諸収入１項１目雑入の３７万２,２７７円については、労働保険の個人負担分で２３万

２,５０２円、コインによる機械洗浄機利用料が６万６,６００円、市有自動車損害共済金７万

３,１７５円でございます。また、３目の受託事業収入は４,３８６万５,８５０円の事業収入で

ありまして、収入合計が１億４,３３９万１,９５３円でございます。

次に、歳出でございますが、８ページから９ページをお開き願います。１款総務費１項１目一

般管理費の中で、備品購入７１８万６,２００円については、減価償却基金を財源としてトラク

ターを購入いたしております。

２款基金積立金１項１目減価償却基金積立金として、２０４万４,０００円の積み立てを行っ

ております。支出合計としましては、１億３,００８万６,４２４円でございます。

次に、１０ページをお開き願います。実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差し引き

いたしまして、実質収支額は１,３３０万６,０００円でございます。

以上で、認定第９号についての説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

〔農林水産部長（堀江 敬治君） 降壇〕
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○議長（町田 正一君） 病院部長。

〔病院部長（左野 健治君） 登壇〕

○病院部長（左野 健治君） 認定第１０号について御説明申し上げます。

平成２５年度壱岐市病院事業会計決算認定について。地方公営企業法第３０条第４項の規定に

基づき、平成２５年度壱岐市病院事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付

するものでございます。本日の提出でございます。

２ページをお開きください。２５年度の壱岐市民病院事業会計決算報告書でございます。

（１）収益的収入及び支出の収入について申し上げます。第１款病院事業収益は予算額合計

２８億２,４２５万３,０００円に対し、決算額は２８億６,３７７万５,７８５円で、予算額に比

べまして３,９５２万２,７８５円の増となっております。

下段の支出について申し上げます。第１款病院事業費用は、予算額合計２７億８,９９７万

５,０００円に対し、決算額は２７億４,０２９万３,０９４円となります。執行率は９８.２％で

ございました。不用額といたしまして、４,９６８万１,９０６円となります。差し引き１億

２,３４８万２,６９１円の黒字でございます。

続いて、４ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入について申し上げます。これ

は投資的事業に係る費用と、過去の設備投資に係る企業債の元金償還を含んだ収支でございます。

第１款資本的収入は、予算額３億２,８５０万２,０００円に対し、決算額は３億３５７万

５,０００円で、収入率は９２.４％となっております。主なものとしまして、第２項出資金１億

１９万円は一般会計からの繰入金でございます。第５項補助金９,０９２万円は、長崎県地域医

療再生臨時特例基金事業の県補助金でございます。第６項長期借入金５,３５０万円は、医療機

器購入に係る過疎債分でございます。

下段の資本的支出について申し上げます。第１款資本的支出、予算額３億９,８７５万

１,０００円に対し、決算額３億９,０５２万７,８４９円で、執行率は９７.９％でございます。

第１項建設改良費決算額２億２,７１６万８,８５３円は、駐車場改修工事、医療機器エックス線

コンピューターの断層撮影装置購入でございます。第５項補助金返還金６４３万８,９７９円は、

４階南側の精神病床を療養病床に改修したための精神病床国庫補助金の返還金でございます。

資本的収入額が資本的支出に不足する額８,６９５万２,８４９円につきましては、当年度分消

費税及び地方消費税、資本的収支調整金１,０６４万４,８７１円と過年度分損益勘定留保資金

７,６３０万７,９７８円で補填いたしております。

次のページをお開き願います。固定資産明細書でございます。有形固定資産として、年度末の

残高といたしまして６４億２,９６６万３,５０２円でございます。主なものといたしまして、土

地の当該年度増加高の２１７万６,６０５円は、研修医宿泊施設整備事業に係る土地購入による
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ものでございます。土地の減少分にございます１,０７３万５,２４８円は、旧公立病院跡地の所

管がえ及び旧かたばる病院用地の県道改良工事に伴う譲渡でございます。機器購入の当年度増加

分の１億８,４４０万３,４２２円は、エックス線コンピューター断層撮影装置を更新いたしまし

た。

また、（２）の無形固定資産の２０万１,９００円については、賃貸マンションの敷金の１戸

分でございます。

次のページをお開きください。企業債明細書でございます。未償還の合計の残高は３１億

４,３９１万３,００３円となっております。

次のページをお開きください。１０ページから１７ページまで、収益費用明細書でございます。

それぞれの節によって収益費用を掲載いたしております。

１９ページをお開きください。平成２５年度の壱岐市民病院事業会計損益計算書でございます。

１営業収益は、（１）の入院収益から（３）のその他、医業収益までの合計２３億２,９９９万

９,０３２円でございます。

２の営業費用は、（１）給与費から（６）の研究検診までの合計２５億８,７１９万６,７１５円

で、差し引き医療損益は２億５,７１９万円７,６８３円となっております。

営業外収益は５億２,４８５万３,６４０円でございます。営業外費用は１億３,０６０万

４,７７７円でございます。この結果、当年度の経常利益は１億３,７０５万１,１８０円でござ

いました。当年度の純利益は、最後から３行目でございますが、１億２,３４８万２,６９１円と

なります。累積欠損金は、これに前年度繰越欠損金２３億１,０９０万５,４５２円でございます

ので、当該年度の未処理欠損金は２１億８,７４２万２,７６１円となります。

次のページをお開きください。２０、２１ページは、２５年度の貸借対照表でございます。病

院の財政状況を明らかにするものでございます。２０ページが資産の部の固定資産と流動資産と

なっております。２１ページが負債の部、資本の部となっております。資産合計、負債、資本合

計は、それぞれ４３億４,９１５万９,５５６円となっております。

次のページをお開き願います。剰余金計算書でございます。２２ページの資本金のうち、自己

資本金は一般会計出資金１億１９万円で、当年度末残高は２０億５,３６０万５,７６２円でござ

います。剰余金のうち資本剰余金ですが、２３ページの真ん中の資本剰余金合計覧、下段の当年

度末残高は９億６,３１４万７,１２９円でございます。

次に、未処理欠損金ですが、当年度の純利益１億２,３４８万２,６９１円で、前年度残高と合

わせて、下段の当年度末残高は２１億８,７４２万２,７６１円で、先ほど損益計算書で説明した

とおりでございます。

次のページをお開きください。２４ページが市民病院事業の欠損金処理計算書でございます。
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２６ページをお開きください。事業報告書の概況でございます。２５年度４月からかたばる病

院の統合による重複部門の人件費、委託費の減、給与制度の見直しと常勤医師の確保でございま

す。大きな収入の要因でございます。前年度８名体制から６名への常勤医師の確保ができまして

１４名体制となっております。これによりまして、外来患者が１日平均３６９.９人で、前年度

より４.１人の増。入院患者も、一般病床で１日平均９７.８人で、前年度より２０.３人増とな

っております。

次に、２９ページでございます。職員に関する事項が記載されております。

続きまして、３０ページから４１ページ、業務内容について記載いたしております。お目を通

していただきたいと思います。

以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） ここで暫時休憩いたします。再開を１４時１５分といたします。

午後２時05分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時15分再開

○議長（町田 正一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

議案説明を続けます。建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第１１号について、御説明いたします。

平成２５年度壱岐市水道事業会計決算認定について、地方公営企業法第３０条第４項の規定に

基づき、平成２５年度壱岐市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付

するものです。本日の提出です。

決算報告書の２から３ページをお開き願います。

収益的収入及び支出についてですが、第１款の水道事業収益としまして、予算額が１億

５,６８７万８,０００円、決算額が１億５,６７２万４７１円となっております。前年度の決算

額より、１１９万９,０００円余りの増でございます。これは、有収率の向上によるものでござ

います。

次に、支出です。第１款の水道事業費用の予算額が１億５,０５４万２,０００円に対しまして、

決算額が１億５,１８１万２,０９５円となっております。

４から５ページをお開き願います。

資本的収入及び支出でございます。第１款の資本的収入としまして、予算額２１９万７,０００円

に対しまして、決算額が２７７万６,０４３円となっております。これには、道路改良工事など
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によります工事負担金を収入として計上しております。

次に、支出です。

第１款の資本的支出としまして、予算額が１億５,６００万５,０００円に対しまして、決算額

が１億２,０９５万６,５４９円、不用額は１,４３１万１,３７１円となっております。この不用

額は、建設工事などの入札執行残でございます。

続きまして、６ページをお開き願います。

損益計算書です。営業収益が１億４,７７７万３,０７８円、営業費用が１億４,２５２万

３,１０３円、営業利益が５２４万９,９７５円、営業外収益が１５４万７,６４７円、営業外費

用が６３５万４,１０９円、経常利益は４４万３,５１３円となっております。

当年度未処理欠損金は５万８,０４１円の減益が生じました。これは、施設の更新によります

減価償却資産、減耗費の増加によるものでございます。

８から９ページには剰余金計算書を、１０ページには欠損金処理計算書を記載しております。

１２から１３ページには貸借対照表、１４ページからは事業報告書などを、１７ページからは

水道事業収益費用明細書を記載しております。

水道料金は１億４,５９０万２,３５５円で、収納率は、現年度分が９７.００％となりまして、

前年度より０.２４％増加しております。

また、滞納分については、１１.０９％で、前年度より０.１０％増加しております。

２０ページには、資本的収支明細書を、２２ページには企業債明細書を記載しております。

以上で、認定第１１号の説明を終わらせていただきます。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） 病院部長。

〔病院部長（左野 健治君） 登壇〕

○病院部長（左野 健治君） 議案第７３号平成２５年度壱岐市病院事業会計資本剰余金の処分及

び自己資本金の額の減少について、御説明いたします。

平成２５年度壱岐市病院事業会計資本剰余金９億６,３１４万７,１２９円のうち、４,５９３万

４,４９５円を処分し、自己資本金２０億５,３６０万５,７６２円のうち、１９億１３３万

７,８１２円を減少し、別紙のとおり、未処理欠損金に補填することについて、地方公営企業法

第３２条第３項及び第４項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。本日の提出で

ございます。

提案理由でございますが、未処理欠損金の補填を行うための資本剰余金の処分及び自己資本金

の減少は議会の議決を経る必要があるためでございます。

今回平成２５年度の決算認定にあわせて処理をしようとするものでございます。
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さきに御説明しました認定第１０号の平成２５年度壱岐市病院事業会計の決算認定における平

成２５年度末の未処理欠損金、２１億８,７４２万２,７６１円を清算するものでございます。

次のページをご覧ください。

平成２５年度壱岐市病院事業欠損金処理計算書でございます。自己資本金２０億５,３６０万

５,７６２円のうち、欠損金補填額、処分可能額は１９億１３３万７,８１２円でございます。処

分後の残高は１億５,２２６万７,９５０円とします。

資本剰余金９億６,３１４万７,１２９円のうち、欠損金補填可能額、４,５９３万４,４９５円

で、処分後残高は９億１,７２１万２,６３４円とします。よって、未処理欠損金の処分後残高は

平成２５年度末の繰越欠損金は２億４,０１５万４５４円となります。また、この補填後の残り

ました２億４,０１５万４５４円、繰越欠損金につきましては、平成２６年度から適用いたして

おります地方公営企業法企業の新会計制度の移行により、資本剰余金から２億４,０１５万

４５４円が利益剰余金に振りかえられますので、これと相殺されます。

したがいまして、平成２５年度末の未処理欠損金につきましては、平成２６年４月１日時点で

解消されることとなります。

別冊の、資料４の８ページをご覧いただきたいと思います。欠損金の解消のイメージを載せて

おります。

今回提出の議案につきましては、真ん中の①、処理後の平成２５年度末、処理を行うものであ

ります。その後、②の新会計制度の移行処理、これは平成２６年度から適用いたしておりますが、

これによりまして、平成２５年度末の未処理欠損金２１億８,７４２万２,７６１円はゼロとなり

ます。さきに申し上げましたとおり、今議会に決算認定をお願いしておりますので、確定しまし

たら、決算額の金額に基づいて、今回議会の議決を行い、これらの処理を行うものでございます。

以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（町田 正一君） これで、市長提出議案の説明が終わりましたので、監査委員より財政健

全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審査の報告を求めます。吉田代表監査委員。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 登壇〕

○代表監査委員（吉田 泰夫君） それでは、決算審査の報告について、御説明をさせていただき

ます。

２５年度壱岐市におきます一般会計、各特別会計及び公営企業会計並びに財産調書、財政健全

化比率、資金不足比率の審査を監査委員全員出席のもとで実施しましたので、その結果について

御報告いたします。

なお、意見書の数値等につきましては、決算内容に基づいて記載をしておりますので、後もっ
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てお目通しをいだければと思います。

最初に、一般会計と各特別会計の決算ですが、お手元の意見書の１ページをお開きを願いたい

と思います。

第４の審査結果というところをお目通しをいただきたいと思います。審査に付されました決算

書類及び調書につきましては、法令に準拠され、その内容を適正に表示していると認めます。ま

た、各基金の運用状況につきましても、その内容については適正に表示されていると認められま

す。

次に、５０ページをお開きを願いたいと思います。

４の財産に関する調書の項でございますが、⑥の出資による権利の表の欄でございます。これ

につきましては、２５年度に相手先への残高確認を実施いたしましたところ、今回の法人格の改

正等によります、法令改正によります名称の変更あるいは過去からの残高の一部不足が今回も判

明しまして、それに基づき修正をして、計上をいたしております。その中で、それぞれ、一例を

申し上げますと、財団法人長崎県救急医療財団のゼロ、前年度末、そして、長崎腎臓バンクのゼ

ロいうことでございますけども、これはいろいろ解散等の手続がとられまして、最終的には出資

に対する分につきましては、寄附金ということで処理をされておりますので、現在のところ、権

利がゼロになったという内容で、そういう内容でお示しをいたしております。

具体的には、決算審査委員会等で会計のほうからの御報告があろうと思いますので、その他の

項につきましては、その時点で御確認をいただければというふうに思っております。

次に、５２ページのほうの債権の関係でございます。

債権の中で、そこにも示しをいたしておりますが、災害援護資金、それから高等学校奨学資金

の貸し付けにつきまして、長期にわたって滞納が続いていると、状況が発生している内容がござ

います。次に、基金の運用状況でございますが、この中では、その５３ページの上にあります定

額運用基金、この中でも災害資金、奨学資金貸し付けにおきまして、償還等の滞納が発生してい

る状況がございますので、それぞれ対処を願いたいというふうに思っております。

５４ページをお開きを願いたいと思います。

５４ページの審査の意見の欄でございますが、その下の文書の中の下から４行目のところから

でございますが、平成２５年度の財政の諸比率について、先ほども若干御説明がございましたよ

うに、経常収支比率を除き、指標の範囲内であり、良好と判断することができます。また、事務

の執行につきましては、一部不適正な処理が見受けられましたので、改善整備をしていただきた

いと考えております。

その事務の執行の一部不適正につきましては、５５ページの２のところに予算の適正な執行に

ついてということで、意見を述べさせてもらっております。
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（１）の予算の措置はなされているにもかかわらず、性質上必ず執行すべき法定点検、この場

合は消防点検の実施でございましたが、未実施となっている施設がございます。

また、光熱水費の支出の手当てとして、資金前渡を受けながら、残高不足のための口座振りか

えができなかったもの、また流用により対応したもの等、不適切な処理が見受けられております。

（２）には簡易水道施設整備工事におきまして、地域住民の理解を得るのに時間を要したとい

うことで、翌年度への繰越事業となっているものがございますので、工事をするに当たっては、

工事着工までには、条件整備等は必ずやっていただきたいというふうに思っております。

それから、３の未収金につきましては、７億３,７９０万８,０００円ということでございます

が、この中では先ほどありましたように、不納欠損が市税と国民健康保険合わせまして約

３,４００万円程度の不納欠損がございますので、これらの債権の健全化を図ってもらいたいと

いうふうに考えておるところでございます。

５６ページの４の財産の確認について、若干出資の権利のところで申し上げましたが、出資に

よる権利調書において、残高金額の計上漏れ、法人格の取り扱いの変更、また組織の解散合併に

よる名称変更によります寄附金の処理が出ておりますけども、そのような寄附金による出資金の

権利の証明などが起こっております。

また、過年度からの督促があるので、決算時には今後必ず残高確認、または残高証明等の徴求

を行っていただいて、財産の実在性、健全性を図っていただきたいというふうに考えております。

以上で、決算審査報告を終わります。失礼しました。公営企業のほうがまだでした。

次に、公営企業会計のほうですが、決算書の１ページをお開き願いたいと思います。

第３の審査結果でございますけども、財務諸表についてでございます。

審査に付された決算報告書、財務諸表は、法令及び会計の原則に従って、適正に処理されてい

るものと認めます。

次に、壱岐市民病院の会計検査の審査意見でございます。

第４の審査意見でございます。３ページでございます。

１のかたばる病院との統合により、経営の合理化が図られ、当期純利益の決算となっておりま

すが、かたばる病院からの引き継ぎ財産につきまして、不稼働資産となっているものがございま

すので、これの整理を行い、さらなる経営計画による病院企業団への加入条件の整備に取り組む

必要があるというふうに思います。

２の個人未収金につきましては、４,１２４万９,０００円ということでございます。この中に

も、かなり長期なものがございますので、その整理対策については検討いただいて、債権の健全

化に努め、早期回収を図っていただきたいというふうに思っております。

次に、水道事業会計でございます。
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水道事業会計１２ページをお開きを願いたいと思います。

これも第３の審査結果でございます。審査に付されました決算報告書、財務諸表は、法令及び

会計の原則に従って、適正に処理されているものと認めます。

次に、１４ページの第４の審査意見でございます。

１に掲げております施設の老朽化等による設備への投資コストが増大してはおりますが、一方、

有収率につきましては、７１.５８％と改善の方向に向かっておるようでございますが、今後、

簡水等の公営法の法的適用によります公営企業会計基準が適用される運営がより明確になり、上

水道の運営環境がさらに厳しくなると思われますので、供給と需給のバランスなどを見通した経

営対策について取り組みの必要があると考えられます。

２の水道料金未収金につきましては、４,３５３万７,０００円ございます。これについても、

かなり長期にわたっているものもございますので、整理回収等に努められ、債権の健全化を図っ

ていただきたいというふうに思っております。

以上、公営企業会計についての意見書の御説明でございます。

最後に、収支健全化判断比率及び収支資金不足比率の審査意見書でございますけども、これに

つきましては、そこに審査意見にも掲げており、それぞれ御報告のとおり、内容については、健

全化の判断、あるいは指標、それから資金不足等もございませんでしたので、特段意見を申し上

げることはございません。

以上で、２５年度の決算審査報告にかえさせていただきます。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第４１．請願第２号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第４１、請願第２号ＴＰＰ交渉並びに農協改革に関する請願

についてを議題とします。紹介議員の説明を求めます。１４番、牧永護議員。

〔紹介議員（牧永 護君） 登壇〕

○議員（１４番 牧永 護君） ＴＰＰ交渉並びに農協改革に関する請願が長崎県農政連盟壱岐

支部支部長、川崎裕司、壱岐市農業協同組合代表理事組合長、川崎裕司から出されております。

紹介議員として豊坂敏文議員と私がなっておりますので、請願の趣旨、理由について説明申し

上げたいと思います。

ＴＰＰ交渉については、継続して首席交渉官会合等が開催されるなど、参加国間による協議が

進められているところであります。

また、６月２４日に農業委員会、農協改革等を内容とする「農林水産業・地域活力創造プラ

ン」が政府において改訂されました。
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政府は農業の成長産業化を旗印とし、ＴＰＰ等による農業市場の開放、農業改革など市場経済

の論理による施策を推し進めようとしていますが、行き過ぎた市場開放、農業改革は、家族農業

を中心とした我が国農業、農村のあり方を根本から否定するものであり、離島、中山間地域等、

条件不利地が多い本県においては、特に、地域の崩壊に直結することが強く懸念されます。

つきましては、ＴＰＰ交渉並びに農協改革に関して、下記の事項について政府への強い働きか

けを要望いたします。

ＴＰＰ交渉につきましては、決議に基づき、国民への十分な情報提供と国民的議論を実施する

こと。

農協改革については、ＪＡ総合事業の堅持について、准組合員の利用制限について、理事会制

度について、全農の株式会社化について、中央会制度について。

細部につきましては、資料に記載されておるとおりでございます。よろしくお願いします。

○議長（町田 正一君） これから、質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

〔紹介議員（牧永 護君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第４２．請願第３号

○議長（町田 正一君） 次に、日程第４２、請願第３号唐津・長崎路線レインボー壱岐号の運行

再開に関する請願についてを議題とします。

紹介議員の説明を求めます。９番、田原輝男議員。

〔紹介議員（田原 輝男君） 登壇〕

○議員（９番 田原 輝男君） 請願第３号唐津・長崎路線レインボー壱岐号の運行再開に関する

請願書、壱岐市議会議長、町田正一様でございます。

請願者は長崎県壱岐市郷ノ浦町有安触３４５、田中高明様でございます。紹介議員として、田

原輝男、中田恭一でございます。

請願の趣旨といたしまして、レインボー壱岐号は平成元年７月、長崎県交通局並びに昭和自動

車株式会社が共同運行を開始し、平成１８年４月、長崎県交通局撤退後は、昭和自動車株式会社

が単独運行をしていましたが、昨今の景気低迷等の影響により、輸送人員が減少し、加えて燃油

高騰のため、収支改善を図ることができず、平成２４年３月３１日をもって路線廃止に至った。

路線廃止までの間、佐賀県から長崎県を結ぶ交通機関として、壱岐市民にとっても欠かすこと

のできない重要な路線でありました。

特に、大村市にある国立病院機構長崎医療センターへの通院、また、虹の原特別支援学校に入
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校している壱岐市出身の生徒及び付添者の往来等、極めて重要な役割を担ってきたことは承知の

事実であります。

また、地域活性化のため、交流人口の拡大を図ることを目的に、壱岐市の観光資源を最大限生

かした集客誘致活動を行政が中心となって展開している。本路線廃止により観光客が壱岐島へ渡

る手段の選択肢が減ったことは、利用者の利便性を欠くマイナス要素でもあります。

よって、壱岐市民及び観光客等の利用者の切なる願いを酌み取り、唐津・長崎路線のレイン

ボー壱岐号の運行を再開されるよう要望する旨の決議をしていただきたい。

請願の内容といたしまして、１、従来どおりの路線による乗り合いバスの運行を再開すること。

２、印通寺港、唐津東港のフェリー離発着便に直結するバスのダイヤであること。

３、往路のみでなく、最低１往復での運行を再開すること。

以上でございます。

○議長（町田 正一君） これから、質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（町田 正一君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

〔紹介議員（田原 輝男君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第４３．陳情第１号～日程第４５．要望第７号

○議長（町田 正一君） 日程第４３、陳情第１号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める

陳情から、日程第４５、要望第７号「生涯現役社会の実現」に取り組むシルバー人材センターへ

の支援の要望までの３件を議題とします。

ただいま上程しました陳情第１号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情から、要

望第７号「生涯現役社会の実現」に取り組むシルバー人材センターへの支援の要望までの３件に

つきましては、お手元に写しを配付いたしておりますので、説明にかえさせていただきます。

────────────・────・────────────

○議長（町田 正一君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

次の会議は、９月５日金曜日午前１０時から開きます。

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。

午後２時42分散会

──────────────────────────────


